
は
じ
め
に

里
耶
秦
簡
の
記
録
簡
と
実
務

ｌ
文
字
資
料
に
よ
る
地
方
官
府
の
運
営
Ｉ

藤
田
勝
久

湖
南
省
湘
西
土
家
族
苗
族
自
治
州
龍
山
県
の
里
耶
古
城
は
、
秦
代
の
郡
県
制
に
組
み
込
ま
れ
た
小
さ
な
県
城
で
あ
る
。
こ
の
地
域
は
、

戦
国
楚
か
ら
戦
国
薬
の
領
有
と
な
り
、
秦
代
に
は
洞
庭
郡
の
管
轄
下
で
遷
陵
県
の
役
所
が
置
か
れ
た
。
し
た
が
っ
て
里
耶
古
城
の
城
郭
と

（
１
）

周
辺
の
墓
地
に
は
、
南
方
社
会
を
反
映
す
る
考
古
遺
物
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
城
内
の
一
号
井
戸
（
Ｊ
１
）
か
ら
出
土
し
た
里
耶
秦

（
２
）

簡
は
、
秦
代
の
郡
県
統
治
を
具
体
的
に
示
す
資
料
群
と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
る
。
こ
の
里
耶
秦
簡
は
、
睡
虎
地
秦
簡
と
張
家
山
漢
簡
を

結
ぶ
時
代
の
資
料
で
あ
る
が
、
墓
葬
に
み
え
る
南
方
地
域
の
特
質
よ
り
も
、
む
し
ろ
秦
帝
国
の
全
体
に
施
行
さ
れ
た
制
度
の
統
一
性
を
反

映
し
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
里
耶
秦
簡
の
考
察
で
は
、
歴
史
学
や
考
古
学
の
観
点
か
ら
、
行
政
文
杏
の
内
容
や
、
歴
史
地
理
、
行
政
制
度
、
周
辺
を
ふ
く

（
３
）

む
社
会
な
ど
、
各
方
面
か
ら
の
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
私
は
、
こ
う
し
た
文
書
行
政
の
な
か
で
木
脳
の
形
態
と
用
途
に
注
目

し
て
、
そ
の
多
く
は
県
廷
で
の
文
書
処
理
の
控
え
や
保
存
の
資
料
（
副
本
、
記
録
簡
）
と
、
官
府
の
運
営
と
管
理
に
か
か
わ
る
資
料
群
（
デ

（
４
）

－
タ
フ
ァ
イ
ル
）
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
ま
た
文
書
の
保
存
は
、
笥
牌
の
記
載
か
ら
み
て
、
竹
笥
に
入
れ
る
場
合
が
あ
る
と
想
定
し
た
。



こ
れ
ら
は
県
レ
ベ
ル
の
役
所
が
、
地
方
行
政
を
集
約
す
る
基
本
単
位
で
あ
り
、
木
績
は
必
ず
し
も
上
級
官
府
や
下
部
の
機
構
に
送
付
す
る

命
令
や
報
告
書
の
原
本
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
県
レ
ベ
ル
の
業
務
を
知
る
う
え
で
参
考
に
な
る
の
は
、
西
方
辺
境
で
発
見
さ
れ
た
居
延
漢
簡
、
居
延
新
簡
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
軍
事
系
統
の
都
尉
府
の
下
部
に
あ
る
候
官
が
、
県
レ
ベ
ル
に
相
当
す
る
官
府
と
い
わ
れ
、
と
く
に
甲
渠
候
官
で
は
一
九

（
５
）

一
二
○
年
代
に
約
五
、
○
○
○
枚
、
一
九
七
○
年
代
に
七
、
九
四
四
枚
の
資
料
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
旧
簡
を
居
延
漢
簡
、
新
簡

を
居
延
新
簡
と
し
、
居
延
漢
簡
と
総
称
す
る
。
こ
れ
ら
の
居
延
漢
簡
は
、
前
漢
後
半
期
か
ら
王
葬
、
後
漢
初
期
の
資
料
で
あ
る
。
し
か
も

長
江
流
域
の
南
方
と
、
西
方
の
辺
境
と
い
う
地
域
の
違
い
や
、
民
政
系
統
と
軍
事
系
統
の
官
府
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

（
６
）

ら
ず
、
秦
漢
時
代
の
文
書
伝
達
と
い
う
原
理
か
ら
み
れ
ば
、
そ
こ
に
は
用
語
や
用
途
に
共
通
性
が
み
、
え
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

居
延
漢
簡
で
は
、
中
国
の
簡
脳
文
書
学
や
、
大
庭
情
、
永
田
英
正
氏
な
ど
の
研
究
に
よ
っ
て
、
中
央
の
詔
書
と
法
令
や
、
命
令
な
ど
が

（
７
）

伝
達
さ
れ
、
下
部
の
官
府
か
ら
は
上
計
を
は
じ
め
と
す
る
報
告
を
上
申
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
漢
簡
で
は
、
逓
送

け
つ

（
８
）

す
る
公
文
書
だ
け
で
は
な
く
、
す
で
に
送
付
の
控
え
と
な
る
資
料
と
、
文
書
や
物
ロ
叩
に
付
け
ら
れ
た
褐
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
籾
山
明
「
刻
歯
簡
臓
初
探
」
（
一
九
九
五
年
）
は
、
文
番
と
は
異
な
る
形
態
の
木
簡
に
注
目
し
て
、
（
二
符
、
刻
券
、
（
二
）
出
入
銭

（
９
）

穀
衣
物
簡
、
（
一
二
）
契
約
文
書
簡
に
分
類
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
簡
噛
は
、
里
耶
秦
簡
の
笥
牌
や
、
洞
先
農
簡
と
紹
介
さ
れ
た
木
臆
（
出

入
券
）
の
形
態
と
類
似
し
て
い
る
。

三
一

一

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
里
耶
秦
簡
の
笥
牌
や
文
書
、
撫
籍
、
出
入
券
と
、
居
延
漢
簡
の
褐
や
簿
籍
な
ど
の
簡
脳
を
比
較
し
て
、
秦
代
郡
県

制
に
お
け
る
文
書
と
簿
籍
の
処
理
や
、
文
字
資
料
に
よ
る
実
務
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
と
お
も
う
。



（
、
）

里
耶
秦
簡
の
『
里
耶
発
掘
報
告
』
（
以
下
、
「
発
掘
報
出
口
」
）
で
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
笥
牌
を
紹
介
し
て
い
る
。
笥
牌
の
形
状
は
、
一
端

が
丸
く
な
っ
て
お
り
、
も
う
一
方
は
平
ら
で
あ
る
。
半
円
の
部
分
は
、
上
部
を
墨
で
黒
く
塗
り
、
二
つ
あ
る
い
は
四
つ
の
穴
を
開
け
て
結

び
や
す
く
し
て
い
る
。
そ
の
寸
法
は
、
一
般
に
幅
が
六
～
七
セ
ン
チ
で
、
長
さ
は
一
○
セ
ン
チ
で
あ
る
。
内
容
は
、
年
月
日
と
担
当
の
官

貝
、
物
品
の
名
称
、
移
送
の
地
点
な
ど
を
記
す
と
い
う
。
Ｐ
拐
画
の
笥
牌
は
、
幅
五
・
八
セ
ン
チ
、
長
さ
一
一
・
八
セ
ン
チ
で
あ
る
。
こ

（
Ⅱ
）

れ
は
漢
簡
で
い
う
禍
（
付
け
札
）
に
あ
た
り
、
そ
こ
で
は
物
口
叩
に
対
す
る
実
物
褐
と
、
文
書
褐
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
公
開
さ

れ
た
笥
牌
は
、
物
品
の
実
物
褐
で
は
な
く
、
文
書
褐
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。

１
州
四
年
十
月
以
蓋
四
月
。
吏
曹
以
事
笥
（
ｃ
も
笛
）

２
遷
陵
廷
尉
曹
州
一
年
期
会
以
事
笥
（
Ｐ
麗
屍
）

３
従
人
論
報
撰
免
蹄
致
書
具
此
中
。
（
醇
司
、
）

２
の
①
》
圏
昂
は
、
遷
陵
県
の
尉
曹
が
、
始
皇
帝
三
十
一
年
（
前
二
一
六
）
に
処
理
を
し
た
文
書
を
保
存
し
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

３
の
勇
司
中
は
、
倦
役
の
免
除
か
、
兵
役
・
倦
役
の
期
間
が
終
わ
っ
た
内
容
を
示
す
と
い
わ
れ
る
が
、
竹
笥
に
入
れ
た
「
致
書
」
の
付
け

い
る
。 ４

都
郷
月
凱
笥
（
要
路
ら
）

里
耶
秦
簡
の
記
録
簡
と
実
務

文
書
幅
と
笥
牌
の
用
途

凸
凸

５
汁
四
年
四
月
蓋
九
月
。
倉
曹
営
計
禾
稼
出
入
券
以
計
及
牒
相
付
受
（
授
）
廷
第
甲
（
聾
司
令
）

１
笥
牌
Ｐ
の
笛
の
内
容
は
、
始
皇
帝
三
十
四
年
（
前
二
一
三
）
十
月
か
ら
四
月
ま
で
の
約
半
年
間
に
、
県
の
吏
曹
が
処
理
し
た
文
書
を

保
存
す
る
竹
笥
に
付
け
ら
れ
た
褐
の
一
種
と
お
も
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
年
初
の
十
月
か
ら
、
ほ
ぼ
前
半
期
の
文
書
が
一
緒
に
入
れ
ら
れ
て



（
皿
）

存
し
た
Ｊ
ｂ
の
と
お
も
わ
れ
る
。

（
吃
）

札
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
４
の
④
》
圏
］
＠
は
、
月
凱
と
い
う
意
味
が
不
明
で
あ
る
が
、
都
郷
に
か
か
わ
る
月
ご
と
の
文
書
を
竹
笥
に
保

三

四

５
の
、
笥
忌
は
、
始
皇
帝
三
十
四
年
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
半
年
間
に
、
倉
曹
が
担
当
す
る
「
禾
稼
出
入
券
」
を
計
算
し
て
、
県
に
提

出
し
た
文
書
か
簿
籍
の
付
け
札
と
お
も
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
１
の
①
る
忠
と
同
じ
よ
う
に
、
半
年
（
年
度
の
前
半
、
後
半
）
を
単
位
と
し

て
文
書
を
一
括
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
木
脳
Ｐ
］
～
届
に
み
え
る
一
連
の
文
書
で
、
陽
陵
卒
の
「
銭
校
券
」
を
処
理
し
た
手
順
と

よ
く
対
応
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
陽
陵
県
の
司
空
は
、
最
初
に
三
月
末
か
ら
四
月
初
に
報
告
を
書
き
始
め
、
陽
陵
県
で
は
六
月
末
か
ら
八

月
初
に
か
け
て
洞
庭
郡
に
送
っ
て
い
る
よ
う
に
、
半
年
を
意
識
し
た
処
理
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
里
耶
秦
簡
に
は
、
吏
曹
と
尉
曹
の
文
書
や
、
「
致
書
」
、
都
郷
の
文
書
、
倉
曹
の
集
計
に
か
か
わ
る
資
料
を
一
括
し
て
整
理

し
た
笥
牌
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
笥
牌
の
一
部
で
あ
る
が
、
「
発
掘
報
告
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ほ
か
に
物
品
の
名
称
や
、
移
送
の
地
点
な
ど

を
記
す
も
の
が
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
里
耶
秦
簡
に
は
、
漢
簡
と
同
じ
よ
う
に
物
品
と
文
書
に
付
け
る
札
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
基
本

的
に
「
褐
」
と
総
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
居
延
漢
簡
に
よ
れ
ば
、
文
書
褐
は
単
独
の
文
書
や
、
複
数
の
文
書
を
収
め
た
袋
な
ど
に
付
け

る
ケ
ー
ス
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
と
く
に
竹
笥
に
付
け
る
札
が
笥
牌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
実
物
褐
は
、
単
品
に
付
け
る
場
合
と
、

袋
や
竹
笥
な
ど
に
一
括
し
た
場
合
が
想
定
で
き
る
。
こ
れ
を
図
示
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

縞
Ｈ
灘
什
撫
聯
袖
織
る
縞



里
耶
秦
簡
の
記
録
価
と
実
務

・
御
史
の
下
し
た
書
は
、
別
に
他
の
竹
笥
に
入
れ
て
お
り
ま
す
。
・
今
、
こ
れ
を
再
審
い
た
し
ま
し
た
。
庫
は
以
下
の
よ
う
に
言
い

ま
し
た
。
「
私
が
初
め
て
（
枚
の
県
令
に
）
着
任
し
た
と
き
、
蒼
梧
守
の
竃
と
尉
の
徒
唯
が
言
う
に
は
「
利
郷
で
反
乱
が
あ
り
、
新

鰐
首
を
行
か
せ
て
攻
撃
し
た
が
、
か
れ
ら
は
北
に
去
り
、
逮
捕
す
べ
き
者
が
多
く
、
皆
を
捕
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
逮
捕
は
と

て
も
困
難
で
、
失
敗
す
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
て
い
る
」
と
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
私
は
、
滞
っ
て
い
る
獄
案
を
調
べ
て
、
獄

史
の
氏
に
問
い
ま
し
た
。
氏
は
、
…
…
と
答
え
ま
し
た
。
ほ
か
は
書
の
通
り
で
す
」
と
。

…
…
・
氏
は
以
下
の
よ
う
に
言
い
ま
し
た
。
「
劾
が
下
っ
た
の
で
、
私
は
枚
（
県
）
守
の
姥
や
丞
の
魁
と
事
に
当
た
り
ま
し
た
。
令

史
の
註
と
義
は
新
譜
首
を
徴
発
し
て
対
応
し
ま
し
た
。
し
か
し
反
乱
す
る
者
は
多
く
、
徴
発
を
増
し
て
戦
い
ま
し
た
が
、
義
は
亡
く

お
り
ま
し
た
。
…
…

三

五

竹
笥
に
文
書
や
名
籍
を
入
れ
る
ケ
ー
ス
は
、
『
奏
識
書
」
の
案
件
一
八
「
・
南
郡
卒
史
蓋
臓
塾
朔
暇
卒
史
鴫
復
敗
庫
等
獄
簿
」
（
一
二
四

～
一
六
一
簡
）
に
も
み
え
て
い
る
。
こ
の
案
件
は
、
始
皇
帝
二
十
七
、
一
一
十
八
年
（
前
二
二
○
、
二
一
九
）
に
、
南
郡
卒
史
の
蓋
廠
た
ち

（
脇
）

が
、
牧
県
の
庫
な
ど
の
事
件
を
再
審
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

御
史
書
以
廿
七
年
二
月
壬
辰
到
南
郡
守
府
。
即
下
、
甲
午
到
蓋
臓
等
治
所
。
其
壬
寅
補
益
従
治
。
上
治
乞
獄
。
…
…

・
御
史
下
書
別
居
乞
笥
。
・
今
復
之
。
庫
日
、
初
視
事
、
蒼
梧
守
竃
・
尉
徒
唯
謂
庫
。
利
郷
反
、
新
勢
首
往
撃
、
去
北
営
捕
治
者
多
、

皆
未
得
。
其
事
甚
害
難
、
恐
篤
敗
。
庫
視
獄
留
、
以
問
獄
史
氏
。
氏
日
、
…
…
。
乞
如
書
。

…
…
・
氏
日
。
劾
下
、
典
故
守
姥
・
丞
魁
治
。
令
史
駐
奥
義
溌
新
勢
首
往
、
候
視
反
盗
多
、
益
溌
興
戦
、
義
死
。
枚
又
益
溌
新
鰐
首

往
繋
破
。
凡
三
篭
、
駐
井
主
籍
。
其
二
裁
戦
北
常
捕
、
名
籍
副
井
居
一
笥
中
。
駐
亡
不
得
、
未
有
以
別
知
常
捕
者
。
…
…

（
大
意
）
御
史
の
書
は
、
二
十
七
年
二
月
壬
辰
（
十
七
日
）
に
南
郡
守
府
に
到
着
し
ま
し
た
。
た
だ
ち
に
下
さ
れ
、
甲
午
（
十
九
日
）

に
蓋
臓
ら
の
治
所
に
届
き
ま
し
た
。
そ
の
壬
寅
（
二
十
七
日
）
に
益
を
補
充
し
て
従
事
し
ま
し
た
が
、
他
の
獄
の
取
り
調
べ
を
し
て



こ
れ
に
よ
る
と
、
南
郡
守
府
の
卒
史
の
蓋
廠
た
ち
の
と
こ
ろ
で
は
、
「
御
史
下
書
」
を
竹
笥
に
入
れ
て
保
管
し
て
い
る
。
そ
し
て
時
間

が
経
過
し
た
彼
県
の
案
件
を
再
審
し
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
蒼
梧
の
利
郷
で
反
乱
が
起
こ
っ
た
と
き
、
新
鰐
首
の
徴
発
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る
。
新
勢
首
と
は
、
新
た
に
鰐
首
（
秦
の
庶
民
）
と
な
っ
た
者
た
ち
で
あ
ろ
う
か
。
獄
史
氏
の
供
述
に
よ
れ
ば
、
か
れ
ら
の
徴
発
は
、

全
部
で
三
回
ほ
ど
派
遣
し
た
が
、
そ
の
名
籍
の
副
本
を
管
理
し
て
い
た
の
は
、
令
史
の
註
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
註
は
、
こ
れ
ら
三
回

の
副
本
を
一
つ
の
竹
笥
に
一
緒
に
入
れ
て
お
り
、
ま
た
す
で
に
逃
亡
し
て
い
る
た
め
、
最
初
に
派
遣
し
た
誇
首
で
逮
捕
す
べ
き
者
が
区
別

で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
南
郡
と
周
辺
の
県
で
は
、
御
史
の
書
や
、
徴
発
し
た
者
の
名
籍
の
副
本
を
、
竹
笥
に
入
れ
て
保

管
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
と
き
文
書
褐
を
付
け
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
”
）

ま
た
文
書
や
簿
籍
の
例
で
は
な
い
が
、
張
家
山
漢
墓
の
遣
策
に
は
、
書
物
な
ど
を
竹
笥
に
入
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

…
…
一
笛
。
有
と
。
史
光
笥
一
（
一
五
簡
）
口
嚢
一
。
普
一
笥
。
（
三
四
簡
）

注
釈
で
は
「
史
光
笥
」
の
史
光
を
人
名
と
し
、
「
普
一
笥
」
は
墓
に
収
め
ら
れ
た
竹
簡
を
入
れ
た
竹
笥
と
理
解
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
三
四
簡
の
場
合
は
、
暦
譜
や
「
二
年
律
令
」
「
奏
識
普
」
「
算
数
書
」
「
閏
臓
」
の
書
籍
な
ど
で
あ
る
が
、
や
は
り
一
括
し
て
竹
簡
を
竹

こ
の
よ
う
に
秦
代
か
ら
漢
初
に
は
、
竹
笥
に
文
書
や
名
籍
、
書
籍
な
ど
を
入
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
名
籍
は
実
際
の
徴
発

に
使
う
場
合
が
あ
る
。
さ
ら
に
笥
牌
の
用
途
を
考
え
る
た
め
に
、
居
延
漢
簡
に
み
え
る
甲
渠
候
官
の
文
書
褐
と
比
べ
て
み
よ
う
。

き
ま
せ
ん
。

な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
牧
県
で
は
、
ま
た
新
窯
首
を
徴
発
し
て
攻
撃
さ
せ
ま
し
た
。
全
部
で
三
回
ほ
ど
徴
発
し
、
そ
れ
は
註
が
合
わ

せ
て
名
籍
を
担
当
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
二
回
は
、
北
で
逮
捕
す
べ
き
も
の
と
戦
い
ま
し
た
が
、
名
籍
の
副
本
は
一
笥
の
中
に

一
緒
に
入
れ
て
お
り
ま
し
た
。
註
は
逃
亡
し
て
、
ま
だ
捕
ら
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
未
だ
に
逮
捕
す
べ
き
者
を
区
別
す
る
こ
と
が
で

一
一
一
一
ハ

笥
に
収
め
て
い
る
。



‘
も
の
が
あ
る
。

二
居
延
漢
簡
の
文
書
褐
と
機
能

（
肥
）

居
延
漢
簡
の
簿
籍
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
水
田
英
正
氏
の
研
究
が
あ
る
。
永
田
氏
は
、
簿
籍
の
表
紙
（
標
題
簡
）
に
あ
た
る
簡
順
を
集

成
し
て
、
簿
籍
の
内
容
を
復
元
し
よ
う
と
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
で
表
紙
に
準
ず
る
褐
の
形
態
に
注
目
し
て
、
簿
籍
や
簡
冊
を
整
理
保
存
す

る
と
き
、
簡
冊
の
袋
に
く
く
り
つ
け
た
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
機
関
名
や
宛
先
に
相
当
す
る
記
載
が
な
く
、
す
べ
て
甲
渠
候
官
の

も
の
と
す
る
。
こ
れ
ら
は
簿
籍
を
総
括
す
る
も
の
で
、
簿
籍
の
本
文
を
整
理
す
る
手
が
か
り
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
褐
の
形
態

を
も
つ
簡
噛
は
、
簿
籍
の
内
容
を
示
す
ほ
か
に
、
複
数
の
文
書
や
簿
籍
を
集
め
た
内
容
を
記
す
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
を
も
う
一
度
、
再
検

居
延
漢
簡
に
み
え
る
文
番
と
物
品
の
禍
は
、
単
独
の
物
に
付
け
る
ほ
か
、
資
料
に
一
括
し
て
付
け
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
を
大
き
さ
の

目
安
で
分
け
る
と
、
一
括
し
た
資
料
に
付
け
る
Ｉ
型
と
Ⅱ
型
の
褐
は
、
お
お
む
ね
幅
が
広
く
、
Ⅲ
型
の
単
独
で
つ
け
る
褐
は
幅
が
一
セ
ン

チ
程
度
で
あ
る
。
先
の
里
耶
秦
簡
の
笥
牌
は
、
こ
の
Ｉ
型
の
形
態
で
あ
る
。

Ｉ
型
》
幅
三
・
五
～
六
セ
ン
チ
程
度
、
長
さ
七
・
四
～
一
二
セ
ン
チ
程
度
。
こ
れ
は
幅
の
広
い
木
噛
の
頭
を
丸
く
し
た
形
態
に
あ
た

里
耶
秦
簡
の
記
録
簡
と
実
務

Ⅲ
型
》
幅
一
セ
ン
チ
程
産

も
わ
れ
る
も
の
が
多
い
。

を
も
つ
簡
噛
は
、

討
し
て
み
よ
う
。

Ⅱ
型
》
Ａ
幅
三
～
三
・
五
セ
ン
チ
程
度
、
長
さ
五
～
一
○
セ
ン
チ
程
度
。
Ｂ
幅
二
セ
ン
チ
程
度
、
長
さ
七
～
二
三
セ
ン
チ
程
度
。
こ

れ
は
や
や
幅
の
狭
い
木
臓
の
頭
を
丸
く
し
た
形
態
で
、
両
側
に
刻
み
を
入
れ
た
も
の
や
、
頭
の
角
を
斜
め
に
切
っ
て
刻
み
を
入
れ
た

る
。

セ
ン
チ
程
度
、
長
さ
二
四
セ
ン
チ
ま
で
。
こ
れ
は
木
簡
の
頭
を
丸
く
し
た
も
の
で
、
単
独
の
文
書
や
物
品
の
内
容
と
お

三

七



三

八

＊寸法は、労韓糧「居延漢簡」図版之部（中央研究院歴史語言研究所、1977年再版）による
Ｉ型：幅3.5ｃｍ以上、長さは7.4～12.0ｃｍ

Ⅱ型：幅3.5ｃｍ以下、長さは5.2～10.5ｃｍ

木簡の幅（）は欠けている部分からの推定
図版のＡは正面、Ｂは背面を示す

表
１
は
、
居
延
漢
簡
・
甲
渠
候
官

の
文
書
褐
と
お
も
わ
れ
る
簡
脳
を
整

（
岨
）

理
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
詳

細
な
出
土
地
が
不
明
な
た
め
、
形
態

に
よ
っ
て
区
分
し
て
い
る
。
ま
た
参

考
と
し
て
「
居
延
漢
簡
」
図
版
之
部

の
寸
法
を
記
し
た
が
、
こ
れ
で
大
き

さ
と
形
態
の
目
安
が
わ
か
る
。
こ
れ

に
よ
る
と
Ｉ
型
、
Ⅱ
型
の
褐
と
も

に
、
あ
る
月
日
の
単
独
の
文
書
で
は

な
く
、
一
定
の
期
間
を
ま
と
め
た
記

載
が
多
い
。
た
と
え
ば
Ｉ
型
で
は
、

１
「
三
年
十
月
～
翌
年
四
月
」
、
２

「
三
年
」
の
一
年
、
３
「
九
月
以
来
」
、

５
「
二
年
八
月
～
五
年
四
月
」
、
６

「
十
月
以
来
」
、
７
「
正
月
～
三
月
」
、

８
「
正
月
～
六
月
」
で
あ
る
。
Ⅱ
型

で
は
、
１
「
五
鳳
五
年
九
月
～
甘
露

表１甲渠候官（居延漢簡）の文書褐

番号 禍の内容（釈文） 幅c、 長c、 図版、甲乙編

１
２
３
４
５
６
７
８

I型

五鳳三年」十月鐙四」（Ｂ面）行事」書
居摂三年」計算簿

緩和元年九月以来」
(右欠）吏去署翠

吏間菱刺

五鳳二年八月鐙五年四月」口候口名及兵馬」傷
死簿

府徴瞥□（表面）……元年十月以来言
建始四年正月鐙」三月四時」簿算
(右欠）建始二年正月」鐙六月四時簿

(6.0）

(5.0）

(4.0）

(4.0）
４．０

(4.0）
(4.0）

５
０
５
５
５
０
０
０

●
●
●
●
●
●
①
●

８
０
８
８
８
８
２
１

１

１
１

45.4Ａ，

70.13Ａ

84.6Ａ．

Ｂ，乙41

,Ｂ，乙６３

Ｂ，乙7３

145.5,乙1０７

174.34,乙１２４

210.28Ａ，Ｂ、乙150

214.22Ａ，Ｂ，乙157

217.2Ａ，Ｂ，乙161

１
２
３
４
５
６
７
８
９
ｍ
皿
哩
⑬

Ⅱ型

五鳳五年九月壷甘露三年

五鳳元年及二年」口三□（Ａ面）
都尉賦瞥及」清塞下詔瞥（Ｂ面）

陽朔二年正月」壷十二月吏病」及視事書巻

建昭六年正月」鐙十二月吏病」及視事書巻

建昭元年十月鐙二年九月」大司農部丞簿録簿」
算

建始二年正月以来通」十二月吏除及避
(右欠）九月穀出入獅

建始元年九月吏六百石」ｎｒｌｎ糠（Ｂ面）……
録

陽朔三年二月□□□（Ａ面）十二月吏寧瞥
陽朔二年四月」五日鐙五月吏」為卒啓簿
更始二年七月鐙」十二月□口繍（左欠）

建昭元年三月壷」口諸官〔除〕資啓
(右欠）月部士吏候長往来番

(2.5）

(2.3）

３．７

５．０

３．０

(3.0）

(3.6）

１．５

(2.5）

(3.0）

０
５
３
０
０
４
５
８
０
ｊ
０
０
３

．
．
．
．
。
・
・
．
・
７
．
．
、

８
０
７
９
０
７
８
８
８
乳
９
７
０

１

１

１

（

６．１１，乙５

42.9Ａ．Ｂ，乙3８

8.1Ａ，Ｂ、甲2446,乙6

46.17Ａ，Ｂ，乙４，甲

22445

82.18Ａ，

84.20Ａ，
１１３．１６Ａ

145.3Ａ．

Ｂ，乙７２

Ｂ，乙7３

Ｂ、甲644

Ｂ，甲804

176.48Ａ，Ｂ、甲1００７

193.1Ａ，Ｂ、乙１３８

210.1,甲1151

272.29Ａ

283.19Ａ

Ｂ，乙204

Ｂ，甲1520



三
年
」
、
２
「
元
年
及
二
年
口
三
□
」
、
３
，
４
，
６
「
正
月
～
十
一
一
月
」
、
５
「
元
年
十
月
～
一
一
年
九
月
」
、
９
「
三
年
一
一
月
□
□
口
十
二

月
」
、
皿
「
二
年
四
月
五
日
～
五
月
」
、
ｕ
「
七
月
～
十
二
月
」
な
ど
が
あ
る
。
あ
る
月
を
記
す
の
は
、
８
「
元
年
九
月
」
で
あ
り
、
７
「
…

…
九
月
穀
出
入
簿
」
な
ど
は
欠
字
が
あ
る
た
め
、
一
定
の
期
間
か
も
し
れ
な
い
。

褐
の
内
容
は
、
Ｉ
型
の
５
「
府
撒
書
□
」
や
、
Ⅱ
型
の
２
「
都
尉
賦
普
及
清
塞
下
詔
書
」
、
週
「
部
士
吏
候
長
往
来
書
」
が
注
目
さ
れ

る
。
こ
れ
ら
は
下
行
文
書
や
往
来
書
を
一
括
し
て
保
存
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
一
般
に
は
簿
籍
が
多
く
、
四
時
簿
、
四
時
簿
算
、
計

算
簿
、
吏
病
及
視
事
書
巻
、
大
司
農
部
丞
簿
録
簿
算
、
穀
出
入
簿
、
吏
寧
書
、
吏
為
卒
書
簿
、
口
諸
官
〔
除
〕
責
書
な
ど
の
名
称
が
み
え

る
。

里
耶
秦
簡
の
記
録
簡
と
実
務

三

九

表
２
は
、
居
延
新
簡
の
甲
渠
候
官
の
文
書
褐
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
内
容
を
四
つ
に
分
け
、
さ
ら
に
外
部
の
灰
堆
（
廃
棄
場
所
）
と
、
鳩

（
鋤
）

内
の
部
屋
の
資
料
を
点
線
に
よ
っ
て
区
別
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
文
書
褐
は
、
簿
籍
の
標
題
を
こ
え
て
、
一
定
期
間
に
わ
た
る
複
数

の
文
書
・
簿
籍
を
一
括
し
た
名
称
が
多
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

文
書
関
係
で
、
一
定
期
間
を
ま
と
め
た
記
載
に
は
、
１
「
元
年
～
四
年
」
の
詔
書
が
あ
る
。
こ
れ
は
四
年
に
わ
た
る
期
間
で
、
候
官
に

伝
達
さ
れ
た
詔
書
を
保
管
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
４
「
正
月
～
十
二
月
」
の
府
移
大
司
農
部
橡
牒
、
５
「
正
月
～
十
二
月
」
の
府
移
丞
相

御
史
刺
史
膝
、
６
「
正
月
～
十
二
月
」
の
徴
算
、
７
「
二
年
十
月
～
三
年
九
月
」
の
吏
受
府
記
、
８
「
五
年
十
月
～
六
年
九
月
」
の
刺
史

奏
事
簿
録
、
必
「
三
年
十
月
～
四
年
九
月
」
の
詣
官
喫
書
は
、
み
な
一
年
の
期
間
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
正
月
～
十
二
月
」
「
十
月
～
翌

年
九
月
」
の
区
分
が
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、
大
司
農
部
橡
や
丞
相
・
御
史
・
刺
史
に
関
連
す
る
文
書
と
、
吏
受
府
記
、
詣
官
嘆
書
、
奏
事

簿
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
城
内
の
遺
構
や
Ｆ
犯
の
部
屋
か
ら
出
土
し
た
褐
で
は
、
肥
「
■
詔
書
」
の
表
記
が
注
目
さ
れ
る
。
こ

れ
は
期
間
を
記
し
て
い
な
い
が
、
詔
書
に
関
連
す
る
褐
で
あ
る
。
ま
た
肥
「
始
建
国
天
鳳
二
年
正
月
～
十
二
月
」
の
郵
書
駅
馬
課
や
、
岨

「
建
武
五
年
十
一
月
以
来
」
の
告
部
撒
記
算
巻
、
加
「
建
武
七
年
四
月
以
来
」
の
府
往
来
書
巻
の
よ
う
に
、
王
葬
期
以
降
で
も
、
一
定
の



ほ
ぼ
一
年
以
内
と
な
っ
て
い
る
。

期
間
を
示
す
褐
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
甲
渠
候
官
の
文
書
褐
を
み
る
と
、
そ
れ
が
竹
笥
か
袋
な
ど
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
定
期
間
で
複
数
の
文
書
や
簿
籍
を
、

一
括
し
て
整
理
・
保
管
し
て
い
る
状
況
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
傾
向
は
、
文
書
に
関
す
る
も
の
は
比
較
的
期
間
が
長
く
、
甲
渠
候
官
よ
り

四
○

吏
卒
と
戊
卒
、
名
籍
関
係
で
は
、
１
「
吏
卒
被
兵
簿
」
、
鋤
「
戊
子
胡
虜
攻
陰
吏
卒
格
闘
陰
別
名
及
刺
巻
」
の
名
称
だ
け
の
も
の
や
、

２
「
元
年
正
月
」
の
吏
妻
子
出
入
関
致
籍
、
４
「
元
年
正
月
」
の
渠
卒
責
巻
、
６
「
一
一
年
」
の
吏
遣
符
算
、
８
「
二
年
十
二
月
」
の
不
侵

部
名
籍
、
９
「
四
年
六
月
」
の
罷
卒
吏
名
及
課
、
略
「
二
年
二
月
」
の
吏
卒
嘆
致
の
よ
う
な
福
が
多
い
。
し
か
し
期
間
が
わ
か
る
褐
で
は
、

３
，
６
、
週
、
ｕ
の
よ
う
に
一
年
の
記
載
や
、
５
「
二
年
五
月
以
来
」
の
吏
対
曾
入
官
刺
、
７
「
元
年
正
月
～
十
二
月
」
の
吏
卒
日
通
簿
、

皿
「
五
年
正
月
～
十
二
月
」
の
吏
除
遣
及
調
書
□
□
、
ｕ
「
三
年
正
月
以
来
」
の
吏
除
及
口
使
□
口
調
、
巧
「
三
年
正
月
～
五
年
三
月
」

の
吏
四
時
名
籍
、
Ⅳ
「
二
年
五
月
～
六
月
」
の
鹿
卒
名
籍
、
岨
「
元
年
八
月
以
来
」
の
呑
遠
倉
嘆
吏
卒
刺
な
ど
、
長
期
に
わ
た
る
区
分
が

あ
る
。
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
応
「
三
年
正
月
～
五
年
三
月
」
の
吏
四
時
名
籍
で
、
そ
の
内
容
は
三
ヶ
月
の
四
時
名
籍
で
あ
り
な
が

ら
、
そ
れ
を
二
年
以
上
に
わ
た
っ
て
一
緒
に
保
管
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
書
褐
が
、
単
独
の
タ
イ
ト
ル
を
示
す
だ
け
の
も
の

で
は
な
く
、
明
ら
か
に
複
数
の
名
籍
を
一
括
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

簿
籍
関
係
で
は
、
一
年
以
内
の
も
の
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
１
「
二
年
四
月
～
九
月
」
の
四
時
簿
と
お
も
わ
れ
る
も
の
、
２
「
一
年
四

月
～
六
月
」
の
四
時
算
、
３
，
４
「
十
月
～
十
一
一
月
」
の
四
時
簿
、
５
「
二
年
閏
月
～
十
一
一
月
」
の
四
時
簿
、
６
「
一
一
年
七
月
～
九
月
」

の
四
時
簿
、
７
「
二
年
八
月
」
の
留
兵
簿
、
８
「
七
年
」
の
計
簿
算
で
あ
る
。

銭
、
物
資
関
係
で
は
、
期
間
が
わ
か
る
も
の
で
、
２
「
五
年
十
月
～
六
年
九
月
」
の
口
出
入
簿
や
、
３
「
四
年
十
月
～
五
年
九
月
」
の

戊
卒
折
傷
牛
車
出
入
簿
、
５
「
四
年
～
五
年
六
月
」
の
穀
出
入
簿
、
６
．
年
六
月
以
来
」
の
所
受
某
蒲
及
適
奨
諸
物
出
入
簿
の
よ
う
に
、



表２

＊

里
耶
秦
簡
の
記
録
簡
と
実
務

四
一今

線以下の数字は、鳩内週跡の賓料

甲渠候官（居延新簡）の文書褐

番号 褐の内容（釈文） 幅c、 長c、 簡番号

ｌ
２
３
４
５
６
７
８
９
ｍ
ｕ
瑠
凪
Ｍ
遍
一
肥
”
鴫

１９

2０

文香関係
建始元年幾四年紹替
建始三年砿ﾉｰI以来」（Ｂ面）以来刺史密
候尉上郷」Ⅲリ
陽朔三年」正月錐十二
鴎朔五年ｌＥ月謹十二月

初元四年正ｊ'幾十」
述昭二年-1．川」麹
建昭五年十月識
建始五年四月府

三
年
下

二
年
／
誼

永光五年」口月磯六年」
建昭二年（Ｂ面）…･･･」
永始I卿年」吏民自両群
(右欠）十二ﾉ1行事算

月」府移大剛展

府」移砿ｷⅡ御史
月撤神

九月史ｊ‘受府妃
九〃刺史挺邪簿
」算杵（Ｂ面）
」（Ｂ耐）九月：
．．」十川郵替

府移大剛農部橡煉
移砿ｷⅡ御史刺史峰

録

ほぼ同文
九月諸官」往来海

五風三年」十凡錐四年」九〃‘附官」嘆杏

醤識皇訴推錨驚一一一一・一一一一
撤移部吏……」常含八月怖･･…．
始建回天似二年正月 」 壷 十 二 川 郵 蒋 駅 馬 課

(Ｂｍｉ）●郵杏駅馬課

建武五年十一〃以来」告部撤肥約:を
建武泰年IILIj1以来」府往来許巻

６
ｊ
５
３
４
８
５
ｊ
８
ｊ
ｊ
４
ｊ
４
０

４
ｐ
ａ
４
ａ
ａ
２
５
ｚ
Ｄ
ｐ
ａ
心
５
３

４
２
４
４
３

Ｉ

く
く
く
く

４．２

(３．０）

４．０

３．６

２．７

ｐ
ｐ
ｐ
ｐ
５
５
５
５
ふ
Ｄ
－
ｐ
２
５
５

９
９
８
９
１
７
５
５
０
６
０
４
８
６
０

１

１
・
１

１

６

１１．２

．０～

９．６

１０．０

９．５

８

EPT50､２０９Ａ．Ｂ

ＥＦＴ５０．１８２Ａ，Ｂ
ＥＰr59.578

ＥＰＩ､52.470Ａ，Ｂ

EPT56､７７Ａ．Ｂ

EFr52､３７８

Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ

Ａ
Ａ
Ａ
Ａ
Ａ

１
８
７
８
５

１
４
１
６
６

５
１
４
２
１

１
１
１
１
１

５
５
５
５
５

両
両
面
両
面

Ｅ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
EPT50・ｌ９９

ＥＰｒ５８,８５

ＥＦＴ5８．１１２

ＥＦＴ59.332Ａ

ＥＦＴ2６．１０

ＥＦ1２．２９

ＥＰＦ２５、１２Ａ，Ｂ

ＥＰＦ２２､４０８

ＥＰＦ２２､４０９

１
２
３
４
５
６
７
８
９
ｍ
皿
吃
過
皿
唱
略
互
鴫
四
ｍ

吏卒、成卒、名霜関係
吏卒被兵禰
競寧元年正月」史妻子出入間致縮
建始三年」口卒名籍
綾和元年正月染」（Ｂ面）卒蜘巻
鴻嬬二年五ﾉ1以来」吏対脅人‘I.『刺
泌嬬二年史」逝符
建始元年正月□」

算

口二月I~ｒｌｌ
(Ｂｉ、）識十二月吏卒」１１通簿

建始二年」十一:月不優部」隙……（Ｂ面）右不役腿」
名輔
陽朔四年
建 始五 年

六〃罷卒 」 吏 名 及 採
服月溌」十二月吏除遮及

(Ｂｍｊ）十一も月吏除迅及」網僻□□
建始三年」正川以来吏除及」口仙□口調
r1nl-11~11-11-1邸」什器校券名締
初元万年」戊卒被兵名」輔
甘露三年戊卒行道賀売」衣財物名締□□
神飼三年正ﾉ1磯五年」三ｊｊ吏llLl
元始二年二月史」卒嘆致

淵;課滞酷評胤懲，

時名籍

轟鍾壁一______．

新始述同地泉上戊元年」八ﾉl以来呑遠倉鹿」吏卒刺
戊子胡虜攻隙吏卒格闘」熊別瑞及刺巻

４．６

３．５

４．０）
3.0）
３．５

４．０

５．０）

３．０

３．０

４．０）

（

（

（

（

５
３
７
０
３
３
０

●
●
巳
■
●
●
③

３
２
３
２
２
２
２
２．６

３．５

(4.8）

０
５
３
０
０
８
０
０
０
５
８
０
０
７
０
８
９

●
＄
●
●
●
●
●
●
●
●
ｅ
●
●
●
●
●
●

８
９
８
９
０
８
８
７
９
８
７
０
８
７
８
６
０

１

１

１

９
８
９

２
０
８

EFr50・’７５Ａ，Ｂ

EPT51･’３６

EFT５０．１８１Ａ･Ｂ

ＥＦＴ５０．１９８Ａ．Ｂ

EFT50.200Ａ．Ｂ

ＥＰＴ50.203Ａ，Ｂ
EPT51､４２Ａ･Ｂ

EPT51･’４８Ａ．Ｂ

ＥＦＴ52.377Ａ，Ｂ

ＥＰT５０．１８０Ａ･Ｂ

Ａ

“
釦
的
娼
蝿
鋤
巽

１
１
２
２
１
３
３

●
●
■
■
巳
吟
●

５
５
５
５
５
５
５

１
１
３
３
６
９
９

町
阿
両
両
両
阿
両

Ｅ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
ＥＰＴ６５

ＥＦＴ４３

ＥＰＦ２２

４１９Ａ

３０Ａ，
747Ａ

Ｂ

１
２
－
３
４
５
６
７
８

翻霜関係
元延二年四

姑述l到型典
建始二年十
緩和元年十

新始述I1il地

新始趣Ｍ地
更始二年八

建武秦年n1･」

月
三
十
く
一
一
二
兵

州
淵
梱
搬
岬
榊

九
遮
月
而
凹
ｊ

霊
月
三
Ｂ
年
年
祢

ｊｊ
－Ｂ･

ノ、 "｣_皇型雄箆一______‐
月IJlLI時禅

〃

乗

｡l・

」
jｊ

蒲蔀一二
話ﾉﾘ四

灘十豆：

鞭九月

時 抑
垂 月 三 時 博
月二時簿

４．０

４．０

３．６）

４．０

３．６

４．２

４．３

２．８

７．０

８．５

７
０
０
９
８
８

１
１

５
０
０
４
０
７

ＥＰＴ５０、

ＥＦＴ5９．

１８３

３３１ Ａ･Ｂ

EPF22､７０３Ａ．Ｂ
ＥＰ１９．５Ａ

ＥＰr６．３５Ａ，Ｂ

ＥＰF２２．４６８Ａ，Ｂ
ＥＦＴ６．３８

ＥＰ'1２６．９

１
２
３
４
５
６

銭、物賀関係
建始三年四月□□」易止審駅蝿□'一ｌｒｌｌ及養捌
呑遠倉処Ilr{五年十月」識六年九月」口出入榊
永光I叫年十川搬」五年九ｊ１成卒折傷」牛車出入神
鞘入獅」（Ｂ面）□口梢人錐」出入簿
始述同三年磯五年」六月殺川入簿
始述
入博

天鰍･年六月以来」所‘受菜洲及適薬」識物出

５．７

５．２

３．１

(４．０）

２．６

２．０

０
０
８
５
６
８

●
●
●
◆
■
●

０
０
６
７
７
６

１
１

ＥＦＴ５１．１３８Ｂ

ＥＦＴ５１．１５７Ａ

ＥＰＴ５２,３９４

ＥＦＴ５．１２４Ａ

ＥＦＴ５９．３１９

ＥＦＴ5９．２２９

Ｂ



上
級
の
官
府
と
の
や
り
と
り
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
簿
籍
に
関
す
る
も
の
は
、
一
年
以
内
の
期
間
が
多
く
、
甲
渠
候
官
と
下
部
の
部
署
を
集

約
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
簿
籍
が
、
上
行
文
書
を
作
成
す
る
資
料
と
な
り
、
ま
た
実
務
の
確
認
を
す
る
性
格
を
反
映
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。

四
一

一

さ
ら
に
単
独
の
文
書
や
簿
籍
に
付
け
た
と
お
も
わ
れ
る
標
題
簡
と
く
ら
べ
て
、
そ
の
期
間
や
整
理
の
違
い
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
単
独

の
文
書
褐
で
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
居
延
新
簡
の
冊
書
「
建
武
三
年
十
二
月
候
粟
君
所
責
冠
恩
事
」
の
タ
イ
ト
ル
褐
（
両
弓
隠
誤
、

（
釦
）

幅
一
一
・
四
、
長
さ
九
・
○
セ
ン
チ
）
で
あ
る
。
こ
の
冊
普
は
、
全
部
で
一
一
一
五
枚
、
五
つ
の
部
分
か
ら
櫛
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
褐
が
付

け
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
複
数
の
文
書
を
一
つ
の
冊
書
と
し
て
、
そ
こ
に
タ
イ
ト
ル
褐
が
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
幅
は
笥

牌
の
文
書
褐
よ
り
や
や
小
さ
め
で
あ
る
。
他
の
文
書
褐
は
、
お
お
む
ね
幅
一
セ
ン
チ
の
も
の
が
多
く
、
広
く
て
二
セ
ン
チ
前
後
で
あ
る
。

表
３
は
、
居
延
新
簡
の
簿
籍
標
題
簡
と
送
り
状
（
送
達
文
書
簡
）
を
一
覧
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
文
書
褐
と
標
題
簡
の

期
間
や
名
称
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
。

簿
籍
の
標
題
簡
で
は
、
期
間
が
長
い
も
の
で
、
⑲
「
甘
露
三
年
」
の
戊
卒
行
道
貰
買
衣
財
物
名
籍
が
あ
る
が
、
あ
と
は
三
ヶ
月
の
四
時

抑
や
、
一
ヶ
月
の
標
題
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
四
時
簿
に
は
、
１
「
二
年
正
月
～
三
月
」
の
賦
銭
出
入
簿
や
、
妬
「
二
年
七
月

～
九
月
」
の
吏
積
労
名
籍
、
”
「
七
年
正
月
～
三
月
」
の
穀
出
入
四
時
簿
が
あ
る
。
一
ヶ
月
の
簿
籍
に
は
、
２
「
三
年
七
月
」
の
家
属
妻

子
居
署
省
名
籍
、
３
「
四
年
十
二
月
」
の
穀
出
入
簿
を
は
じ
め
、
財
物
簿
、
省
卒
日
作
簿
、
迩
簿
、
庫
吏
卒
名
籍
、
卒
仮
兵
姑
蔵
名
籍
、

吏
卒
嘆
名
籍
、
吏
卒
被
兵
及
留
兵
簿
、
戊
卒
定
罷
物
故
名
籍
、
守
簡
器
簿
、
卒
被
兵
簿
、
卒
所
斎
承
名
籍
、
吏
捧
射
傷
琶
名
籍
、
戊
卒
被

兵
名
籍
、
候
長
候
史
日
迩
簿
、
吏
卒
日
迩
簿
、
見
受
閣
卒
市
買
□
口
名
籍
、
駅
馬
課
な
ど
の
名
称
が
あ
る
。

（
記
）

そ
の
対
象
と
な
る
部
署
は
、
甲
渠
候
官
と
そ
の
管
轄
下
の
機
構
で
あ
る
。
甲
渠
候
官
に
は
、
甲
渠
候
の
ほ
か
、
呑
遠
候
、
万
歳
候
、
餅

庭
候
、
母
傷
候
、
誠
北
候
、
不
侵
候
、
臨
木
候
、
城
北
候
、
万
年
候
、
廃
谷
候
が
所
属
す
る
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
う
ち
簿
籍
簡
で
は
、



表３

四
三

里
耶
秦
簡
の
記
録
簡
と
実
務

甲渠候官（居延新簡）の簿籍簡鯛

番号 禍の内容（釈文） 幅c、 災c、 簡番号

ｌ
２
３
４
５
６
７
８
９
ｎ
ｕ
岨
過
皿
賜
陥
灯
肥
田
釦
虹
詑
調
型
躯
妬
2７

２８

簿籍の標題簡（タイトル簡）
……永始二年正月識三月賦銭出入簿
●第廿三部建平三年七月家属妻子居署省名箭
……遠藤倉建平四年十二月穀出入簿
●甲渠候官緩和元年八月財物簿
……戊卒薪所受銭財物出入簿
口遠部建始二年閏月。省卒日作簿
●甲渠臨木部五肌三年八月迩簿
甲渠候官神爵三年九月穀出入締
●甲渠候官永光五年正月嘆吏卒名籍
●第十七部黄伽元年六月卒暇兵姑蔵名籍
甲渠候官五鳳二年二月穀出入簿
●第四部建始五年正月吏卒虞名籍
●第廿六隙五鳳五年三月穀出入……
●神爵二年餅庭部吏卒被兵及留兵簿
●甲渠候官五風四年戊卒定罷物故名輔
●甲渠候官初元二年六月穀出入簿
●甲渠候官建平二年閏月守衝器禰
●五鳳三年六月臨木部卒被兵簿

●……

●不侵候長尊部甘露三年戊卒行道職凹衣財物名籍
●元光三年四月甲渠候官卒所蔚承名籍
●第四部甘露三年八月吏難射傷怒名薪
●甲渠候長賞部元康二年四月戊卒被兵名縦
●餅庭部建昭元年三月候長候史日迦柳
●臨木部初元五年六月吏卒日迩簿
●甲渠候官更始三年九月見受閣卒市買□口名籍
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簿籍の送り状
始建国五年九月丙午朔乙亥。第二十三随股宏敢言之。謹移
所自占瞥功労墨将名籍一編。敢言之。
……言之。瀧移三月幾六月盛出入簿…･･･
…月乙未朔突亥。城北候長充敢言之。獅移」…籍一編。敢
言之。
建平三年六月庚辰朔戊申｡蔑歳候長宗敢而之｡亜移部吏卒」
嘆七月食名締一縄。敢言之。
永光四年八月戊申朔丁丑。臨木候長……」識移吏日迩簿一
編。敢言之。
永光四年六月己酉朔口口｡ｎ口候是脅敢言之｡謹移吏日迩」
簿一縞。敢言之。
．．…･年六月己巳朔丁丑。甲渠候破胡以私印行躯敢言之。謹
移戊卒朱寛等五人」貰売候史鄭武所貧母以償坐詐□口名籍
一編。敢言之。
．．…･月庚寅朔
河平三年十月
吏卒日通禰一
建始二年十二

未
成
。
甲

己
丙
編
月

。 候長充敢言之。識移迩」……言之。
朔突丑。誠北候史章敢面之。諏移」十月
敢言之。

甲寅朔甲寅。臨木候長悲敢薗之。謹移」郵
書課一編。敢酎之。
……月乙卯。餅膳部士吏奉敢言之。謹移卒自言売」…編。
敢言之。
甘露二年五月己丑朔戊戊。 候長寿敢司之。識移戊卒自言貰
売財物」吏民所定一編。敢言之。
甘露元年十二月辛酉朔庚午。耕庭候長…」黍出入簿一編。
敢言之。

其鮭璽
建平三饗倦鶏
名籍一編。敢両之。
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呑
遠
部
、
餅
庭
部
、
不
侵
部
、
臨
木
部
の
名
称
が
み
え
る
。
ま
た
甲
渠
候
官
に
は
、
一
連
の
番
号
を
付
け
た
候
や
隙
が
あ
る
が
、
そ
れ
に

は
第
廿
三
部
、
第
十
七
部
、
第
四
部
、
第
廿
六
隙
な
ど
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
簿
籍
の
標
題
簡
は
、
甲
渠
候
官
と
下
部
の
簿
籍
に
付
け
ら

れ
た
も
の
で
、
お
お
む
ね
四
時
簿
よ
り
短
期
間
の
タ
イ
ト
ル
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
幅
の
広
い
文
書
褐
が
、
あ
る
一
定
の
期
間
を

も
う
け
、
上
級
官
府
と
の
資
料
を
ふ
く
む
複
数
の
文
書
や
、
簿
籍
を
一
緒
に
保
管
し
て
い
る
形
態
と
は
異
な
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

こ
の
傾
向
は
、
簿
籍
の
送
り
状
で
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
簿
籍
の
送
り
状
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
特
定
の
日
付
が
記
さ
れ
る
が
、
そ

の
部
署
に
は
、
甲
渠
候
官
に
所
属
す
る
第
二
十
三
健
長
、
城
北
候
長
、
万
歳
候
長
、
臨
木
候
長
、
甲
渠
候
、
誠
北
候
、
餅
庭
部
、
餅
庭
候

長
、
第
十
五
陰
長
な
ど
が
み
え
る
。
た
だ
し
送
付
さ
れ
る
簿
籍
に
は
、
２
「
四
月
～
六
月
」
の
塩
出
入
簿
や
、
４
「
部
吏
卒
厘
七
月
食
名

籍
一
編
」
の
よ
う
に
、
一
定
の
期
間
を
記
す
も
の
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
居
延
漢
簡
の
文
書
褐
を
分
析
し
て
み
る
と
、
そ
こ
で
は
秦
代
と
共
通
し
て
、
複
数
の
文
書
や
簿
籍
を
一
括
し
て
保
管

す
る
形
態
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
ら
は
行
政
文
書
に
付
随
し
て
移
動
す
る
褐
で
は
な
く
、
県
レ
ベ
ル
で
文
書
や
簿
籍
を
整
理
・
保
管
す
る

と
き
に
付
け
ら
れ
た
褐
で
あ
り
、
出
土
し
た
里
耶
古
城
や
甲
渠
候
官
で
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
居
延
漢
簡
で
、
さ
ら
に
注
目
さ

れ
る
の
は
、
文
書
や
簿
籍
の
伝
達
を
す
る
と
き
、
里
耶
秦
簡
と
同
じ
よ
う
に
処
理
の
控
え
を
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
里
耶
秦

簡
の
形
態
と
あ
わ
せ
て
、
こ
の
点
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

三
文
書
の
伝
達
と
処
理
の
控
え

四
四

こ
れ
ま
で
秦
漢
時
代
の
県
レ
ベ
ル
の
地
方
官
府
で
は
、
公
文
書
を
受
信
し
て
発
信
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
複
数
の
文
書
や
簿
籍
を
一
括

し
て
保
管
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
を
み
て
き
た
。
そ
れ
で
は
文
書
や
簿
籍
を
処
理
す
る
と
き
、
そ
の
具
体
的
な
方
法
を
知
る
こ
と
は
で



文
書
の
伝
達
と
処
理
を
示
す
典
型
と
な
る
の
は
、
木
版
ぷ
ふ
、
の
で
あ
る
。
こ
の
二
枚
の
木
臓
は
、
正
面
が
ま
っ
た
く
同
じ
文
章
で
、

そ
の
内
容
は
洞
庭
郡
か
ら
の
命
令
文
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
上
級
の
郡
府
か
ら
県
の
役
所
に
伝
達
さ
れ
た
公
文
書
の
形
式
が
わ
か
る
。

こ
の
と
き
一
一
枚
の
木
脳
が
、
伝
達
さ
れ
た
公
文
書
そ
の
ま
ま
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
原
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
二
枚
と
も
同
じ
文

章
で
あ
る
の
は
、
か
り
に
一
枚
を
原
本
と
す
れ
ば
、
も
う
一
枚
は
別
の
原
本
を
複
写
し
た
文
書
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
さ
ら
に

注
意
さ
れ
る
の
は
、
木
績
の
背
面
の
左
に
受
信
の
記
録
（
月
日
、
時
刻
と
人
物
な
ど
）
を
記
し
、
背
面
の
右
に
処
理
と
発
信
（
転
送
）
の

記
録
を
記
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
形
態
は
、
木
績
の
表
裏
を
あ
わ
せ
た
一
つ
の
文
書
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
文
書
の
伝

達
で
は
、
二
十
七
年
一
一
月
庚
寅
（
十
五
日
）
に
正
面
の
文
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
が
、
避
陵
県
で
み
れ
ば
、
①
木
脳
の
背
面
左
に
受
信
の

記
録
を
記
し
、
②
正
面
の
本
文
が
そ
れ
に
対
応
す
る
。
そ
し
て
同
じ
内
容
を
、
③
県
か
ら
下
部
の
部
署
に
転
送
し
、
そ
の
発
信
記
録
を
背

面
の
右
に
記
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
一
枚
の
木
臆
で
、
受
信
ｌ
本
文
ｌ
発
信
（
転
送
）
と
い
う
処
理
を
す
る
方
法
は
、
今
日
の
電

子
メ
ー
ル
と
同
じ
機
能
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
か
り
に
こ
の
木
脳
が
送
ら
れ
て
き
た
原
本
で
あ
る
と
し
て
も
、
転
送

さ
れ
る
文
書
に
対
し
て
は
、
背
面
に
処
理
と
発
信
を
記
す
こ
と
か
ら
、
明
ら
か
に
伝
達
さ
れ
た
原
本
で
は
な
い
。
つ
ま
り
木
臓
届
乱
、
①

は
、
文
書
処
理
の
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
受
信
と
発
信
の
記
録
を
同
時
に
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
伝
達
さ
れ
る
文
書
の
控
え
で
あ
る
こ
と

（
瓢
）

下
の
よ
う
に
な
る
。

に
な
る
。

こ
の
ほ
か
木
脳
の
表
裏
に
、
本
文
と
受
信
、
発
信
の
記
録
を
も
つ
簡
臓
は
、
や
ら
霞
、
、
菖
段
、
胃
］
巴
が
あ
り
、
簿
籍
に
関
す
る
文

里
耶
秦
簡
の
記
録
簡
と
実
務

四
五

き
な
い
だ
ろ
う
か
。
里
耶
秦
簡
に
は
、
こ
う
し
た
文
書
の
処
理
を
示
す
例
が
あ
る
。

里
耶
秦
簡
の
文
書
シ
ス
テ
ム
で
は
、
洞
庭
郡
か
ら
遷
陵
県
に
伝
達
さ
れ
る
文
書
や
、
県
と
県
の
間
の
文
書
、
県
内
で
の
文
書
の
や
り
と

（
鋤
）

り
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
私
も
、
文
書
行
政
に
関
連
し
て
、
文
書
の
処
理
と
保
存
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、
そ
れ
を
補
足
す
れ
ば
以



四

六

書
で
は
忌
む
、
の
》
〕
圏
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
処
理
の
控
え
と
し
て
、
函
函
］
田
と
鱒
］
段
、
①
乙
震
の
事
例
を
説
明
し
て
み
よ
う
。

の
曽
雪
の
文
書
は
、
や
や
幅
の
狭
い
木
臓
で
、
正
面
は
三
行
の
文
章
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
三
十
二
年
正
月
甲
午
（
十
七

旦
に
、
遷
陵
県
に
属
す
る
啓
陵
郷
の
沓
夫
が
、
成
里
の
典
と
、
郵
人
に
つ
い
て
申
請
し
た
文
書
で
あ
る
。
そ
の
背
面
は
、
左
側
に
正
月

丁
酉
（
二
十
日
）
の
受
信
を
記
し
、
右
側
に
は
正
月
丁
酉
の
同
日
に
遷
陵
県
の
丞
か
ら
下
し
た
命
令
と
、
正
月
戊
戊
（
二
十
一
日
）
の
日

中
に
発
信
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
受
信
ｌ
本
文
ｌ
発
信
の
例
で
あ
る
が
、
正
面
と
背
面
の
発
信
の
文
字
は
、
同
じ
よ
う
に
右

下
が
り
の
筆
跡
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
両
面
が
一
緒
に
処
理
し
た
こ
と
を
示
す
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
は
再
」
壁
を
み
る
と
、
よ
り
明
確
に
な
る
。
木
胴
の
正
面
に
は
、
全
部
で
五
行
に
わ
た
っ
て
文
章
を
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
す

べ
て
が
上
申
の
文
書
で
は
な
い
。
そ
の
内
容
は
、
二
十
六
年
八
月
丙
子
（
二
十
七
日
）
に
、
司
空
守
が
遷
陵
県
に
宛
て
た
公
船
の
紛
失
に

関
す
る
文
書
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
文
書
は
、
四
行
目
の
上
部
で
終
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
あ
と
「
／
」
で
区
切
り
を
し
て
、
よ
く
似
た
筆

跡
で
、
九
月
庚
辰
（
二
日
）
に
遷
陵
県
の
丞
が
下
し
た
命
令
を
記
し
、
さ
ら
に
「
／
慶
手
。
即
令
□
□
〔
左
午
〕
行
司
空
」
と
記
し
て
い

る
。
こ
れ
は
本
来
な
ら
ば
、
背
面
に
記
す
発
信
記
録
を
、
そ
の
ま
ま
本
文
に
つ
づ
け
て
正
面
に
書
い
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
そ
し
て
背
面
の

左
に
は
、
こ
れ
に
先
行
す
る
〔
八
〕
月
戊
寅
（
二
十
九
日
）
に
、
受
信
の
記
録
が
あ
る
。
つ
ま
り
木
脳
幹
］
態
は
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、

受
信
ｌ
本
文
ｌ
発
信
の
形
態
に
な
っ
て
い
る
が
、
背
面
は
受
信
記
録
だ
け
で
、
発
信
記
録
は
正
面
の
本
文
に
つ
づ
け
て
書
い
て
い
る
。
こ

れ
は
正
面
の
本
文
が
司
空
守
の
書
写
で
は
な
く
、
遷
陵
丞
の
処
理
を
記
し
た
人
物
が
、
本
文
と
一
緒
に
書
写
し
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
Ｐ
①
霞
の
例
を
み
て
お
こ
う
。
こ
の
木
脳
は
正
面
に
三
行
の
文
章
が
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、
二
十
八
年
八
月
丁
丑
（
十
日
）
に
、

酉
陽
県
の
守
丞
が
遷
陵
丞
守
に
送
っ
た
文
書
で
あ
る
。

廿
八
年
八
月
戊
辰
朔
丁
丑
。
酉
陽
守
丞
口
敢
告
遷
陵
丞
主
。
停
里
士
五
（
伍
）
順
小
妾
口
除
有
律
。
事
□
□
□
口
遷
口
令
史
可
聴
書

従
事
。
□
□
□
／
八
月
甲
午
。
遷
陵
抜
謂
都
（
正
面
）



（
右
）
郷
晋
夫
、
以
律
令
従
事
。
／
朝
手
。
即
走
印
行
都
郷
。

（
左
）
八
月
壬
辰
。
水
下
八
刻
。
隷
妾
以
来
。
／
口
手
口
手
（
背
面
）

こ
の
形
態
は
、
木
臓
再
］
詮
と
よ
く
似
て
お
り
、
正
面
の
本
文
に
つ
づ
い
て
、
三
行
目
の
後
半
に
「
／
」
で
区
分
し
た
あ
と
、
そ
の
ま

ま
八
月
甲
午
（
二
十
七
旦
の
処
理
を
書
き
は
じ
め
て
い
る
。
た
だ
し
発
信
記
録
は
、
正
面
の
途
中
で
ス
ペ
ー
ス
が
無
く
な
っ
た
た
め
、

そ
の
続
き
を
背
面
の
右
側
に
記
し
て
い
る
。
ま
た
背
面
の
左
側
に
は
、
先
行
す
る
八
月
壬
辰
（
二
十
五
且
に
受
信
し
た
記
録
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
木
版
、
乙
震
の
正
面
と
背
面
を
あ
わ
せ
れ
ば
、
受
信
ｌ
本
文
ｌ
発
信
の
控
え
と
な
っ
て
い
る
が
、
記
載
の
形
式
は
少
し
異
な
っ

て
い
る
。
そ
し
て
正
面
の
本
文
と
、
つ
づ
く
記
載
の
筆
跡
が
似
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
酉
陽
県
の
守
丞
と
遷
陵
県
の
二
人
で
は
な
く
、

（
錫
）

遷
陵
県
の
同
一
人
物
が
、
一
緒
に
控
え
を
記
し
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
里
耶
秦
簡
の
木
臓
が
、
伝
達
さ
れ
た
原
本
か
、
そ
れ
と
も
処
理
の
控
え
（
抄
本
）
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
少
な
く

と
も
発
信
す
る
文
書
に
関
し
て
は
、
控
え
の
木
脳
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
木
順
胃
」
望
や
①
造
蟹
で
は
、
正
面
の
本
文
に

つ
づ
い
て
処
理
の
控
え
を
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
伝
達
さ
れ
た
原
本
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
遷
陵
県
で
処
理
の
控
え
と
し
て
、
一
緒
に

書
写
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
ら
は
里
耶
秦
簡
の
公
表
が
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
用
例
と
機
能
が
追
加
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
漢
代
に
も
、
同
じ
よ
う
な
文
普
の
処
理
を
示
す
木
簡
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
表
４
は
、
居
延
新
簡
の
甲
渠
候
官
で
、
文
諜
処

（
坊
）

理
に
か
か
わ
る
木
簡
を
一
覧
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
漢
簡
で
は
、
複
数
の
木
簡
を
編
綴
し
た
紐
が
切
れ
た
状
態
が
多
い
た
め
、
こ
こ

に
は
里
耶
秦
簡
の
よ
う
に
完
全
な
受
信
ｌ
本
文
ｌ
発
信
の
形
態
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
居
延
漢
簡
の
一
部
に
は
、
よ
く
似
た
処
理
の
機

漢
簡
１
～
５
は
、
甲
渠
候
官
の
都
候
や
、
代
理
の
塞
尉
、
郭
守
候
な
ど
が
、
簿
籍
を
上
申
し
た
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
候
官

か
ら
発
信
し
た
内
容
な
の
で
、
送
信
し
た
文
書
の
原
本
で
は
な
く
、
控
え
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
１
～
４
に
は
、
背
面
の
令
史

里
耶
秦
簡
の
記
録
簡
と
実
務

四
七

能
が
み
え
て
い
る
。

漢
簡
１
～
５
は
、



甲渠候官（居延新簡）の簿範簡圃

四
八

＊参考；居延淡簡（ｌ：Ａ８破城子、２：A33地湾）の送り状

乗
や
令
史
害
、
橡
謹
の
よ
う
に
、

書
記
と
お
も
わ
れ
る
人
物
の
名
を

記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
里
耶
秦
簡

を
参
考
に
す
れ
ば
、
処
理
と
発
信

の
部
分
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
受
信
と
発
信
の
控
え
を

示
す
木
簡
が
あ
る
。
漢
簡
６
～
８

は
、
と
も
に
断
簡
で
あ
る
が
、
１

～
５
と
同
じ
よ
う
に
簿
籍
を
送
付

す
る
文
書
で
あ
る
。
６
合
同
量
Ｐ

」
合
）
の
背
面
に
は
「
…
…
命
第

七
吏
即
日
下
鮪
時
起
」
と
あ
る
。

７
（
両
耳
認
＆
閉
）
背
面
の
左
に

は
「
五
月
乙
巳
ｏ
尉
史
勝
之
以
来
」

と
あ
り
、
右
に
は
「
即
日
尉
史
勝

之
印
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
尉
史
の

勝
之
が
文
書
を
作
成
し
、
そ
れ
を

自
ら
持
っ
て
来
た
こ
と
に
な
る

表４

番号 禍の内容（釈文） 幅c、 長c、 簡番号

１
２
－
３
４
５

節輔の送り状十（背面）署名

居摂二年二月甲寅朔辛酉。甲渠邸候放敢画之。謹移正月
識三月吏奉」賦名籍一繕。敢言之。（背面）令史紫
甘露二年四月庚申朔辛巳。甲渠郡候漢彊敢言之。謹移四
月行塞臨賦吏三月泰」秩別用銭簿一褐。敢首之。書即日
鮒時起候官 （ 背 面 ） 令 史 喪

連武山牛血刑羊邑剛戊-J・・中渠塞尉放１丁峡･珊取百fLl｡」

謹移四月鐙六月賦銭簿一柵。敢言之。（背面）橡諏
建武四年五月辛巳朔戊子。甲渠塞尉放□……｡」謹移四
月遜六月財物簿一謡。敢面之。（背面）橡諏
建武四年十一月戊寅朔乙酉。甲渠郭守候博敢言之。●謹
移十月盛十二月」穀出入簿一編。敢言之。

２．４

２．３

Ｏ
Ｏ
７

２
２
Ｌ

23.0

23.0

断簡

断簡

23.0

EPT8･ｌＡ

ＥＦ１３・ｌＢ

ＥＦＴ56.6Ａ

ＥＦＴ56.6Ｂ

EPF22､54A

EPF22.54B

EPF22.55A

EPF22.55Ｂ

EPF22､４５３

６
７
８

０

９
１

受信、発信の控え

元延四年九月戊寅朔戊寅。不侵候……」撒移八月郵諜課
一編。敢言之。

□口命鋪七吏即日下鮒時起

神爵二年五月乙巳朔乙巳。甲渠候官尉史勝之。護……」
衣銭財物及母責髪書一絹。敢言之。

即日尉史勝之印」五月乙巳。尉史勝之以来。
閲簿一編。敢言之。……

八月乙卯。居延都尉 八月己卯……

建武四年五月辛巳朔戊子◎甲渠塞尉放行候事敢言之。詔

書日。吏民」母得伐樹木有無四時言。●謹案部吏母伐樹
木者。敬面之。（背面）橡諒
建武四年五月辛巳朔戊子。甲渠塞尉放行候躯敢言之。府
詐日。吏民母犯四」時禁有無四時言。●瀧案部吏母犯四
時禁者。敢言之 。 （ 背 而 ） 橡 諏

1.8

2.2

1.4

1.9

１．８

断簡

断簡

断簡

23.0

23.2

EFT40.147Ａ

EPT40,l47B

EFT56､283Ａ

EFT56.283B

EPr65.311Ａ

EFT65.311Ｂ
＝ーー一-一ー一一一一一一一一一一一■

EPF22､４８Ａ

EPF22､４８B

EPF22.50Ａ

EPF2250B

参考
１

陽朔三年九月突亥朔壬午。甲渠郭守候塞尉順敢言之。府
書移移賦銭出入簿興計借捌移応書一縞。敢言之。

(背面）尉密呂

1.5 22.5 Ａ８，３５．８Ａ

Ａ８．３５．８Ｂ

参考
２

元服四年六月丁巳朔庚甲。左前候長閏敢薗之。謹移戊卒
貰売衣財」物愛香名籍一絹。敢言之。

印日剛瓜」六月壬戊。金関卒延寿以来
候史充国

2.0 23.0 Ａ３３，１０．３４Ａ

Ａ33.10.34Ｂ



里
耶
秦
簡
の
記
録
簡
と
実
務

四
九

が
、
こ
こ
で
は
処
理
の
内
容
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
８
（
国
司
＄
．
巴
』
）
は
、
背
面
に
「
八
月
乙
卯
。
居
延
都
尉
」
な
ど
の
記

（
訂
）

戦
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
発
信
の
控
え
で
あ
ろ
う
。

漢
簡
９
，
ｍ
は
、
と
も
に
同
じ
形
式
で
、
甲
渠
塞
尉
が
候
の
代
理
を
行
い
、
上
申
し
た
文
書
で
あ
る
。
背
面
に
は
、
同
じ
く
橡
諏
が
書

記
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
９
（
両
弓
圏
．
お
）
は
詔
書
に
も
と
づ
き
、
Ⅲ
（
、
弓
馬
．
ｇ
）
は
府
書
に
も
と
づ
く
時
令
遵
守
の
命

令
に
対
し
て
、
違
反
の
該
当
者
が
な
い
こ
と
を
返
答
し
た
も
の
で
あ
る
。
居
延
漢
簡
は
、
個
別
の
木
簡
を
冊
書
に
復
元
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
木
簡
一
枚
の
表
製
で
、
少
な
く
と
も
送
付
し
た
年
月
日
、
内
容
、
担
当
者
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の

と
き
３
，
４
，
９
、
皿
は
、
す
べ
て
建
武
四
年
五
月
戊
子
の
同
日
に
甲
渠
塞
尉
の
放
が
上
申
し
、
橡
謹
の
名
が
あ
る
。
こ
の
漢
簡
と
よ
く

似
た
形
態
は
里
耶
秦
簡
に
も
み
え
て
い
る
。

（
羽
）

里
耶
秦
簡
の
木
脳
、
”
］
蟹
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
内
容
が
あ
る
。

川
三
年
二
月
壬
寅
朔
朔
日
。
遷
陵
守
丞
都
敢
言
之
。
令
日
。
恒
以
朔
日
上
所
買
徒
隷
敷
。
・
問
之
母
常
令
者
。
敢
言
之
。
（
正
面
）

二
月
壬
寅
。
水
十
一
刻
刻
下
二
。
郵
人
得
行
。
国
手
（
背
面
）

こ
こ
で
は
、
上
級
官
府
か
ら
下
さ
れ
た
令
に
、
毎
月
の
朔
日
に
買
っ
た
徒
隷
の
数
を
知
ら
せ
よ
と
い
う
規
定
に
対
し
て
、
遷
陵
の
守
丞

が
該
当
の
な
い
こ
と
を
返
信
し
た
文
書
で
あ
る
。
そ
し
て
背
面
に
は
、
二
月
壬
寅
の
日
に
郵
人
を
通
じ
て
発
信
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

こ
の
形
態
は
、
漢
簡
の
詔
書
や
府
書
に
対
し
て
、
「
令
日
」
と
い
う
点
が
違
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
木
積
一
枚
の
表
裏
で
控
え
と
す
る
方

法
は
、
よ
く
似
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
秦
代
地
方
行
政
の
文
書
処
理
と
同
じ
方
法
が
、
後
漢
時
代
の
建
武
年
間
に
も
と
ら
れ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
こ
う
し
た
事
例
か
ら
み
れ
ば
、
秦
代
南
方
の
里
耶
秦
簡
と
、
漢
代
西
方
の
居
延
漢
簡
で
は
、
出
土
し
た
遺
跡
の
速
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
文
書
を
処
理
し
伝
達
す
る
と
い
う
原
理
で
は
、
共
通
す
る
側
面
を
も
つ
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
里
耶
秦
簡
と
居
延
漢
簡
を
比
較
し
て
み
る
と
、
県
レ
ベ
ル
の
官
府
で
、
同
じ
よ
う
に
行
政
文
書
を
伝
達
す
る
ほ
か
に
、
文
書
や



仰
籍
な
ど
を
処
理
し
保
管
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
里
耶
秦
簡
で
は
、
封
泥
匝
と
封
検
、
封
泥
、
．
封
」
な
ど
を
記
し
た
郵
書

（
鋤
）

も
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
印
章
の
管
理
や
、
封
泥
の
保
存
、
郵
書
の
作
成
も
、
文
書
処
理
に
関
連
す
る
業
務
と
な
る
。
ま
た
獄
史
の
資
料

に
関
し
て
は
、
木
脳
届
菖
つ
の
内
容
が
そ
の
一
部
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
。

廿
六
年
六
月
突
丑
。
遷
陵
抜
訊
槙
・
蛮
・
衿
．
．
．
…
（
正
面
）

〔
鞠
〕
之
。
越
人
以
城
邑
反
。
蛮
・
衿
・
害
弗
智
…
…
（
背
面
）

こ
れ
ら
を
県
の
官
府
と
、
担
当
部
署
の
文
書
と
し
て
示
せ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

四
文
字
資
料
に
よ
る
実
務
の
運
営

五
○

文
書
行
政
、
裁
判
、
治
獄

財
政
（
穀
物
、
物
品
）

財
政
（
銭
、
布
な
ど
）

労
役
、
労
働
、
公
船
な
ど

つ
づ
い
て
文
字
資
料
に
よ
る
実
務
の
運
営
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
れ
ま
で
文
書
の
処
理
を
み
て
き
た
が
、
そ
こ
に
は
行
政
文
書
と
簿
籍

が
ふ
く
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
簿
籍
は
、
人
員
や
物
資
の
確
認
を
し
、
報
告
書
を
作
成
す
る
た
め
の
資
料
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
簿
籍

は
、
ど
の
よ
う
に
作
成
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
秦
漢
時
代
で
は
、
文
字
資
料
に
よ
る
文
書
行
政
で
完
結
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
実



こ
の
戸
籍
簡
で
は
、
ど
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
の
か
が
問
題
で
あ
る
。
「
発
掘
報
告
」
で
は
、
戸
籍
の
直
接
的
な
目
的
が
、
徴
兵
と
徴

税
に
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
戸
籍
簡
に
は
、
家
族
の
名
前
や
身
分
、
男
女
の
区
別
を
記
し
て
い
る
が
、
重
要
と
お
も
わ
れ
る
年

齢
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
『
史
記
」
秦
始
皇
本
紀
と
睡
虎
地
秦
簡
「
編
年
記
」
に
よ
れ
ば
、
統
一
以
前
の
秦
王
十
六
年
（
前
一
一
三
一
）
九

る
。

里
耶
秦
簡
の
記
録
前
と
実
務

五
一今

（
鋤
）

際
に
労
働
を
徴
発
・
編
成
し
、
銭
や
穀
物
な
ど
の
物
資
を
管
理
・
出
入
す
る
こ
と
が
、
労
役
と
財
政
の
実
務
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は

（
釦
）

別
稿
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
里
耶
秦
簡
に
も
実
務
に
関
連
す
る
簿
籍
の
存
在
や
、
一
Ｐ
籍
簡
、
倉
庫
の
出
入
券
に
あ
た
る
資
料
が
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
県
に
お
け
る
簿
籍
の
作
成
と
実
務
の
運
営
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
古
城
北
の
壕
の
底
部
（
【
屋
）
か
ら
出
土
し
た
戸
籍
簡
で
あ
る
。
『
発
掘
報
告
」
で
は
、
一
○
枚
と
残
簡
一

四
枚
で
、
完
全
な
も
の
は
長
さ
が
四
六
セ
ン
チ
（
秦
代
の
二
尺
）
、
幅
は
○
・
九
～
三
セ
ン
チ
と
い
う
。
そ
の
形
式
は
、
全
体
を
五
段
に

わ
け
て
、
各
柵
の
間
に
は
横
線
を
引
い
て
い
る
。
第
一
棚
は
、
戸
主
の
籍
貫
、
爵
位
、
姓
名
を
記
し
、
第
二
棚
に
は
、
戸
主
あ
る
い
は
兄

弟
の
妻
妾
の
名
、
第
三
欄
に
は
戸
主
の
男
子
の
名
、
第
四
欄
に
は
戸
主
の
女
子
の
名
を
記
し
て
い
る
。
第
五
欄
は
、
い
わ
ば
備
考
欄
に
あ

た
り
、
関
連
の
項
目
が
あ
れ
ば
記
す
も
の
で
、
臣
（
奴
隷
）
や
母
の
名
が
あ
り
、
な
い
も
の
は
空
白
と
す
る
。

表
５
は
、
こ
れ
ら
の
戸
籍
簡
を
一
覧
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
残
簡
で
、
項
目
の
分
析
が
で
き
な
い
も
の
は
省
略
し
た
。
こ
の
戸
籍

（
銘
）

簡
は
、
す
で
に
多
く
の
注
目
を
集
め
て
お
り
、
そ
の
論
点
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
第
一
欄
で
は
、
「
南
陽
一
Ｐ
人
荊
不
更
某

某
」
の
形
式
と
内
容
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
戸
主
の
本
籍
に
あ
た
る
「
南
陽
」
を
郡
と
す
る
か
、
里
名
と
す
る
解
釈
が
あ
る
。

「
荊
不
更
」
は
、
「
発
掘
報
告
』
で
は
荊
は
楚
国
を
指
し
、
秦
が
占
領
し
た
あ
と
に
楚
の
爵
位
を
記
し
た
と
す
る
。
し
か
し
楚
人
、
あ
る

い
は
楚
の
出
身
者
が
秦
の
爵
位
（
第
四
等
）
を
得
た
と
い
う
説
な
ど
が
あ
る
。
第
二
欄
で
は
、
妻
と
母
、
隷
な
ど
の
区
別
や
、
第
三
欄
、

第
四
棚
で
は
、
小
上
造
や
小
女
子
な
ど
の
身
分
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
第
五
棚
で
は
、
「
伍
長
」
や
「
臣
」
の
身
分
が
考
察
さ
れ
て
い
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蛇
【
鵠

別
天
望
へ
雪

加
馬
②

脳
天
『

脇
【
。

Ⅳ
宍
届

陥
六
鼠

旧
｝
ａ
函
お
や

Ｍ
六
ｍ

旧
云
い

吃
云
誤

Ⅲ
【
］
望
浅

皿
穴
里
鵠

９

畳

８
【
ぢ
廷
切

７
宍
畠
詮
②

６
六
電
廻
三
三
『

５
云
』
『

４
一
色
辺
暗

３
｝
念
唖

ク
』
【
』
へ
噛
切
へ
、
つ

。
１
六
婚
『

率
町
回
万

南
陽
戸
人
荊
不
更
口
疾

〔
南
〕
陽
戸
人
荊
不
更
李
〔
猫
〕

…
…
更
□

〔
南
陽
〕
戸
人
荊
夫
（
大
夫
）

南
陽
戸
人
荊
不
更
□

口
献

南
陽
戸
人
荊
不
更
□
□

南
陽
戸
人
荊
不
更
宋
午

弟
不
更
熊

弟
不
更
衛

南
陽
戸
人
荊
不
更
錫
悪

子
不
更
術

南
陽
戸
人
不
更
彰
奄

弟
不
更
説

南
陽
戸
人
荊
不
更
□
□

南
陽
戸
人
荊
不
更
五
イ
ロ
ロ

南
陽
戸
人
荊
不
更
黄
□

子
不
更
昌

南
陽
戸
人
荊
不
更
黄
□

燕
砺
炉
弘
蜘
寺
更
大
□

南
陽
戸
人
荊
不
更
黄
得

南
陽
戸
人
荊
不
更
蛮
強

第
一
欄

疾
斐
日
脆

妻
日
鰻

斐
日
□
□

口
斐
日
差

口斐
妻日
日縛
□

〔
下
〕
妻
日
婆

妻
日
有

熊
斐
日
□
□

衛
姿
日
□

灘
大
女
子
雛

熊
大
女
子
縦

妾母
日日

口錯

〔
妻
〕
日
義

妻
日
繍

斐
日
不
実

妻
日
負
劉

慶妻
妻日
規娯

斐
日
噸

斐
日
畷

第
二
棚

子
小
上
造
□

子
小
上
造
□

子
小
上
造
□

子
小
上
遺
失

子
小
上
造
〔
緯
〕

局口子子
熊子小小
一小上上
子上造造
小造遮博
上□
造
□

子
小
上
造

子
小
上
造

章

子
小
上
造
状

子
小
上
造
悼

子
小
上
造

子
小
上
造
□

子子
小小
造上
口造
視

子子子
小小小
上上上
造造造
へ

定
一

』員
8コ

子
小
上
造
□

第
三
欄

子
小
女
子
□

口
小
女
子
□

へ

{ミル
－Ｊ

〔
術
〕
子
小
女
子
□

子
小
女
子
趨

子
小
女
子
見

母
碓

子
小
女
規

子
小
女
移

継子
室小

女
子
女
〔
詞
〕

子
小
女
庫

子
小
女
移

子
小
女
〔
平
〕

小
女
子
舵

第
四
棚

伍
長

臣
日
箔

伍
長

五
長

臣
日

伍
長

衆
第
五
棚



る
。
し
た
が
っ
｝

こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
木
蹟
胃
］
～
届
に
は
、
陽
陵
県
の
居
賀
暇
債
の
者
が
、
郡
内
に
戊
卒
と
し
て
赴
き
所
在
が
不
明
の
た
め
、
陽
陵
県
の
司
空
が
卒
十

（
鋤
）

二
人
の
リ
ス
ト
を
作
成
し
て
、
上
級
官
府
の
指
示
を
あ
お
い
で
い
る
。
こ
こ
で
は
、
や
は
り
県
の
司
空
が
居
賀
順
債
の
名
籍
を
担
当
し
て

い
た
と
お
も
わ
れ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
木
謄
、
曽
路
に
は
二
十
六
年
の
「
卒
算
簿
」
が
あ
る
。

里
耶
秦
簡
の
記
録
簡
と
実
務

五

三

月
に
、
初
め
て
男
子
の
年
齢
を
申
告
さ
せ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
戸
籍
簡
が
、
徴
兵
や
徴
税
に
必
要
で
あ
れ
ば
、
年
齢
は
大
事
な
要
件
と

な
ろ
う
。
ま
た
爵
位
は
、
荊
不
更
が
一
三
例
、
不
更
が
戸
人
と
弟
・
子
の
七
例
と
多
く
、
荊
大
夫
（
第
五
等
）
が
一
例
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

も
し
一
つ
の
里
内
の
戸
籍
と
す
れ
ば
、
不
更
の
爵
位
が
多
く
、
木
蹟
や
る
霞
に
み
え
る
「
停
里
の
士
伍
」
に
あ
た
る
身
分
や
、
他
の
資
料

に
み
え
る
公
士
（
第
一
等
）
の
人
び
と
が
い
な
い
こ
と
も
説
明
が
必
要
で
あ
る
。

そ
こ
で
名
籍
の
機
能
を
知
る
た
め
に
、
里
耶
秦
簡
に
み
え
る
名
籍
と
そ
の
用
途
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
そ
の
例
は
、
木
臓
ぷ
ふ
、
①
の

（
羽
）

正
面
に
み
え
て
い
る
。
こ
こ
に
は
洞
庭
郡
守
の
命
令
と
し
て
、
輸
送
労
働
に
際
し
て
、
先
に
簿
（
簿
籍
）
に
よ
っ
て
県
卒
と
徒
隷
、
居
貨

賊
債
（
債
務
労
役
）
、
司
冠
、
隠
官
、
県
に
践
更
す
る
者
を
徴
発
す
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
県
で
は
、
こ
れ
ら
の
身

分
の
人
び
と
の
名
籍
を
作
成
し
て
お
り
、
そ
の
名
籍
に
よ
っ
て
実
際
に
徴
発
す
る
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
こ
の
文
書
は
、
県
尉
を
通
じ
て

司
空
と
倉
主
に
伝
達
す
る
こ
と
か
ら
、
司
空
が
名
蒋
を
連
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
倉
主
は
、
食
料
支
給
の
た
め
に
連
絡
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。
ま
た
徒
隷
の
名
籍
は
、
先
に
み
た
木
臓
醇
］
震
で
「
徒
隷
」
の
数
を
報
告
す
る
と
き
の
名
籍
と
関
連
す
る
で
あ
ろ
う
。

同
じ
指
示
に
は
、
緊
急
で
や
む
を
え
な
い
と
き
一
般
の
庶
民
（
鞘
首
）
を
徴
発
す
る
が
、
必
要
以
上
に
徴
発
し
て
は
い
け
な
い
と
規
定

し
て
い
る
。
こ
の
文
書
は
、
県
尉
か
ら
都
郷
を
通
じ
て
啓
陵
郷
、
誠
春
郷
に
伝
達
す
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
庶
民
は
郷
里

の
名
籍
に
よ
っ
て
徴
発
す
る
と
想
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
「
奏
識
書
」
の
案
件
に
み
え
て
い
た
、
依
県
の
新
誇
首
の
徴
発
と
同
じ
方
式
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
名
籍
の
用
途
は
、
報
告
普
の
基
礎
と
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
官
府
と
郷
里
の
労
働
力
を
編
成
し
て
い
る



一
方
、
郷
里
の
戸
籍
に
つ
い
て
は
、
木
脳
醇
］
雪
、
］
①
る
の
例
が
あ
る
。
先
に
紹
介
し
た
木
蹟
の
》
］
田
は
、
三
十
二
年
（
前
一
一
一
五
）

に
成
里
の
典
と
郵
人
の
任
命
に
関
す
る
や
り
と
り
を
記
し
て
い
た
。
そ
の
な
か
に
啓
陵
郷
に
二
十
七
戸
が
あ
り
、
す
で
に
里
典
が
一
人
い

る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
二
十
七
戸
は
、
啓
陵
郷
の
戸
数
の
一
部
か
、
あ
る
い
は
成
里
の
戸
数
と
い
わ
れ
る
が
、
と
も
か
く
郷
里
で
戸
籍

（
弱
）

を
作
成
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

と
が
わ
か
る
。

或
迩
。
廿
六
年
三
月
甲
午
。
遷
陵
司
空
得
、
尉
乗
・
…
．
．
」
卒
算
簿

廿
七
年
八
月
甲
戊
朔
壬
辰
。
酉
陽
具
獄
獄
史
啓
敢
…
…
啓
治
所
獄
留
□
・
敢
言
之
。
・
封
遷
陵
留
（
正
面
）

八
月
突
巳
。
遷
陵
守
丞
隆
。
告
司
空
主
。
聴
普
従
事
…
…
」
起
行
司
空
。

八
月
突
巳
。
水
下
四
刻
。
走
賢
以
来
／
行
手
（
背
面
）

こ
の
木
蹟
は
下
段
が
欠
落
し
て
お
り
、
詳
し
い
内
容
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
遷
陵
県
の
司
空
た
ち
が
卒
算
簿
を
作
成
し

て
、
そ
れ
が
酉
陽
県
の
獄
史
に
よ
る
文
書
と
関
連
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
県
の
司
空
た
ち
が
卒
算
簿
を
担
当
し
て
い
る
こ

五
四

木
臓
］
①
＆
は
、
二
十
六
年
（
前
二
二
一
）
五
月
一
一
十
日
に
啓
陵
郷
が
作
成
し
た
県
へ
の
上
申
を
、
遷
陵
県
が
受
信
し
て
、
本
文
と
発

信
を
控
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
都
郷
へ
戸
籍
を
移
動
す
る
に
あ
た
っ
て
、
不
明
で
あ
っ
た
人
び
と
の
年
齢
を
知
ら
せ
る
こ
と

（
調
）

を
通
達
し
て
い
る
。
こ
の
文
書
は
、
五
月
甲
辰
（
二
十
四
日
）
に
県
に
届
き
、
そ
れ
を
県
の
守
丞
が
、
ふ
た
た
び
都
郷
に
下
し
て
い
る
。

こ
れ
は
戸
籍
に
か
か
わ
る
文
書
も
、
受
信
ｌ
本
文
ｌ
発
信
の
控
え
を
作
成
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
移
籍
の
問
題
を
通
じ
て
、

県
の
下
部
に
あ
る
都
郷
と
啓
陵
郷
で
戸
籍
を
作
成
し
て
、
県
が
全
体
を
掌
握
し
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
秦
代
で
は
、

県
の
管
轄
内
で
郷
が
里
の
戸
籍
を
作
成
し
て
お
り
、
こ
れ
は
安
徽
省
天
長
市
の
漢
墓
か
ら
出
土
し
た
木
版
で
、
郷
ご
と
の
戸
数
と
算
（
賦

（
訂
）

銭
）
を
県
で
集
計
す
る
方
法
と
共
通
し
て
い
る
。
た
だ
し
公
表
さ
れ
た
里
耶
秦
簡
で
は
、
一
戸
籍
に
よ
っ
て
租
税
や
算
を
徴
収
す
る
直
接
的



な
資
料
は
み
え
て
い
な
い
。

里
耶
秦
簡
の
記
録
簡
と
実
務

五
五

こ
の
よ
う
に
名
籍
に
関
す
る
資
料
か
ら
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
点
が
確
認
で
き
る
。
ま
ず
秦
代
で
は
、
県
の
官
府
を
構
成
す
る
官
吏
な
ど

の
名
籍
が
予
想
さ
れ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
そ
の
例
は
み
ら
れ
な
い
。
秦
代
の
県
で
は
、
官
府
に
所
属
す
る
区
分
に
よ
っ
て
、
県
卒
と
徒
隷
、

居
賀
賊
債
、
司
冠
、
隠
官
、
県
に
践
更
す
る
者
な
ど
の
名
籍
が
あ
っ
た
。
郷
里
で
も
、
戸
籍
が
作
成
さ
れ
、
そ
こ
に
は
年
齢
が
書
か
れ
て

い
た
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
し
て
名
籍
の
用
途
は
、
労
働
編
成
が
そ
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
郷
里
の
戸
籍
で
は
、
そ
れ
に
も

と
づ
く
徴
税
が
想
定
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
公
表
さ
れ
た
里
耶
秦
簡
で
は
ま
だ
確
認
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
も
う
一
度
、
古
城
の
戸
籍
簡

を
考
え
て
み
る
と
、
こ
こ
で
は
爵
位
が
不
更
に
集
中
す
る
こ
と
や
、
年
齢
を
記
さ
な
い
な
ど
の
問
題
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
戸
籍
簡
は
、

県
内
の
名
籍
に
関
連
す
る
も
の
か
、
郷
里
の
戸
籍
と
同
じ
機
能
を
も
つ
か
は
不
明
で
あ
る
。

な
お
居
延
漢
簡
の
甲
渠
候
官
の
遺
跡
で
は
、
家
族
の
構
成
を
記
し
た
卒
家
属
名
籍
や
、
卒
家
属
嘆
名
籍
と
い
う
名
称
が
あ
る
。
こ
の
う

（
錦
）

ち
卒
家
属
嘆
名
籍
に
は
、
二
つ
の
形
式
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

妻
大
女
君
以
年
廿
八
用
穀
二
石
一
斗
六
升
大

Ａ
執
胡
健
卒
富
鳳
子
使
女
始
年
七
用
穀
一
石
六
斗
六
升
大
・
凡
用
穀
五
石

子
未
使
女
寄
年
三
用
穀
一
石
一
斗
六
升
大
（
一
六
一
・
一
）

妻
大
女
胃
年
十
五

Ｂ
第
四
健
卒
虞
護
弟
使
女
自
如
年
十
二
見
署
用
穀
四
石
八
斗
一
升
少

弟
未
使
女
算
省
年
五
（
一
九
四
・
二
○
）

居
延
新
簡
で
は
、
「
…
…
年
二
月
戊
卒
家
属
居
署
名
…
…
」
（
六
五
・
三
一
四
）
と
い
う
名
称
や
、
卒
家
属
の
名
籍
が
み
え
て
い
る
。



五
六

１
餅
庭
購
卒
鳴
沙
里
大
夫
苑
弘
年
州
四
父
大
男
輔
年
六
十
三
レ
弟
大
男
口
年
十
七
レ
…
…

妻
大
女
口
年
十
八
レ

（
六
五
・
一
四
五
）

妻
大
女
阿
年
冊
五
居
署
識
晦
用
粟
八
石
一
斗
六
升
大
子
男
張
子
取

２
武
誠
陰
卒
徐
親
子
大
男
謹
年
十
九

子
大
男
朝
年
十
六
（
六
五
・
四
一
一
）

こ
れ
ら
は
家
属
名
籍
や
穀
物
支
給
の
記
録
で
あ
り
、
里
耶
古
城
の
戸
籍
簡
と
は
異
な
る
が
、
家
族
の
構
成
が
必
要
な
項
目
の
一
端
が
わ

か
り
、
そ
の
性
格
を
考
え
る
参
考
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

つ
ぎ
に
穀
物
な
ど
の
支
出
に
関
す
る
洞
先
農
簡
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
『
発
掘
報
告
」
に
写
真
は
な
い
が
、
紹
介
さ
れ
た
資
料
は
、

す
べ
て
三
十
一
一
年
（
前
一
一
一
五
）
三
月
丙
申
（
一
一
十
日
）
の
日
付
で
、
先
農
を
耐
る
こ
と
に
関
連
し
て
い
る
。
そ
の
形
式
は
二
つ
に
分
か

れ
、
一
つ
は
、
Ａ
祭
祁
の
物
品
を
出
し
て
準
備
す
る
も
の
で
、
も
う
一
つ
は
、
Ｂ
祭
祁
の
物
品
を
払
い
下
げ
て
売
る
記
救
で
あ
る
。
そ
し

（
調
）

て
祭
祁
に
用
い
、
払
い
下
げ
る
物
品
は
、
黍
米
、
塩
、
牌
、
羊
、
豚
、
肉
、
肉
汁
、
酒
、
食
な
ど
で
、
少
牢
に
あ
た
る
と
い
う
。
そ
の
一

例
は
、
以
下
の
よ
う
な
形
式
で
あ
る
。

Ａ
１
州
二
年
三
月
丁
丑
朔
丙
申
。
倉
是
佐
狗
出
牌
〔
一
〕
以
洞
先
農
。
（
底
》
＄
や
、
属
》
認
画
）

２
州
二
年
三
月
丁
丑
朔
丙
申
。
倉
是
佐
狗
出
黍
米
四
斗
以
洞
先
艇
。
（
虞
ふ
認
、
］
、
基
詮
）

Ｂ
１
舟
二
年
三
月
丁
丑
朔
丙
申
。
倉
是
佐
狗
出
而
〔
先
〕
農
除
徹
豚
肉
一
斗
半
斗
。
費
干
城
旦
赫
。
所
取
銭
四
・
令
史
尚
視
平
。

狗
手
（
底
ぶ
ち
、
匡
ふ
ろ
）

２
州
二
年
三
月
丁
丑
朔
丙
申
。
倉
是
佐
狗
出
洞
〔
先
〕
農
除
徹
酒
一
斗
半
斗
。
費
干
城
旦
坂
。
所
取
銭
一
。
衛
之
一
斗
半
斗
一
銭
。

令
史
尚
視
平
。
狗
手
（
庭
ふ
ｇ
、
匡
＆
縄
）



し
た
が
っ
て
、
こ
の
木
版
は
倉
庫
の
物
品
を
支
出
す
る
と
き
、
二
枚
に
同
じ
文
章
を
書
い
て
、
そ
れ
を
分
割
し
た
券
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
は
物
品
の
数
量
を
確
認
を
す
る
と
同
時
に
、
不
正
を
防
ぐ
機
能
を
も
っ
て
い
る
。
倉
の
是
と
佐
が
複
数
で
担
当
し
、
払
い
下
げ

に
令
史
が
立
ち
会
っ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
チ
ェ
ッ
ク
の
機
能
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
払
い
下
げ
の
と
き
に
、
物
品
に
対
し
て
券
を
作
成

（
Ⅷ
）

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
方
の
券
は
城
日
一
な
ど
の
人
物
に
渡
り
、
回
収
と
廃
棄
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
木
臓
は
、
明
ら
か
に
帳
簿
の

形
式
で
は
な
く
、
個
別
の
出
入
に
対
す
る
伝
票
の
よ
う
な
記
録
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
形
態
と
用
途
は
、
籾
山
明
氏
が
指
摘
さ
れ
た
、
金
銭
や
穀
物
、
衣
服
、
器
物
な
ど
の
を
出
納
を
記
す
「
出
入
銭
穀
衣
物
簡
」

（
他
）

と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
籾
山
氏
は
、
漢
簡
の
刻
歯
簡
賭
が
枝
材
を
縦
半
分
に
割
い
て
作
り
、
同
じ
文
章
の
組
み
合
わ
せ
を
作
成
す
る

と
い
う
。
そ
し
て
側
面
の
刻
歯
は
、
文
章
の
数
字
に
対
応
し
て
お
り
、
こ
れ
で
不
正
が
防
止
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

そ
こ
で
出
入
券
（
洞
先
農
簡
）
と
簿
籍
と
の
関
係
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
睡
虎
地
秦
簡
「
秦
律
十
八
種
」
倉
律
、

（
偶
）

妓
律
に
、
倉
庫
に
穀
物
を
搬
入
す
る
と
き
の
規
定
が
み
え
て
い
た
。
そ
こ
で
は
県
醒
回
夫
か
丞
と
、
倉
官
、
郷
官
な
ど
が
立
ち
会
っ
て
唐
籍

と
価
格
を
し
て
い
る
。

里
耶
秦
簡
の
記
録
簡
と
実
務

五
七

張
春
龍
氏
は
、
こ
の
形
式
の
資
料
群
が
全
体
の
一
割
以
上
を
占
め
て
お
り
、
他
の
内
容
の
簡
臓
と
あ
わ
せ
て
、
銭
と
穀
物
・
物
品
の
三

（
Ⅲ
）

種
類
に
分
か
れ
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
券
は
、
両
面
の
中
間
を
高
く
し
た
形
状
で
、
長
さ
は
一
二
七
セ
ン
チ
（
秦
代
の
一
・
六
尺
）
、
幅
は

一
・
三
～
一
・
七
セ
ン
チ
で
あ
る
。
作
成
す
る
と
き
は
、
書
写
と
あ
わ
せ
て
刻
歯
を
し
た
あ
と
、
ふ
た
た
び
両
面
を
分
割
し
て
い
る
。
ま

た
祭
祁
活
動
に
使
っ
た
物
品
の
総
計
と
お
も
わ
れ
る
簡
脳
を
紹
介
し
て
い
る
。

計
州
二
年
以
洞
先
農
…
…
（
国
乱
君
）

こ
こ
で
は
個
別
の
物
品
の
支
出
を
、
倉
の
是
（
名
）
と
佐
の
狗
（
名
）
が
担
当
し
て
い
る
。
払
い
下
げ
の
と
き
に
は
、
倉
の
是
と
佐
の

ほ
か
に
令
史
が
立
ち
会
っ
て
確
認
し
て
、
末
尾
に
「
狗
手
」
の
サ
イ
ン
が
あ
る
。
払
い
下
げ
る
人
物
は
、
城
旦
な
ど
の
徒
隷
で
、
そ
の
雌



を
作
成
し
て
い
る
。
し
か
し
倉
庫
の
簿
籍
は
、
一
括
し
て
出
入
す
る
と
き
だ
け
で
は
な
く
、
個
別
の
支
出
の
と
き
に
も
、
そ
れ
ら
を
集
計

し
て
作
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
用
途
を
も
つ
木
臓
は
、
出
入
の
実
務
を
お
こ
な
う
単
独
の
文
字
資
料
で
あ
り
、
そ
の
名
称
は

笥
牌
の
内
容
に
み
え
て
い
た
よ
う
に
、
倉
曹
が
禾
稼
を
計
算
し
た
出
入
券
に
あ
た
る
と
推
測
し
て
い
る
。
そ
し
て
洞
先
農
簡
は
、
こ
の
出

入
券
の
な
か
で
先
農
を
洞
る
資
料
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。

（
棚
）

こ
の
ほ
か
張
春
龍
氏
は
、
一
一
○
○
七
年
に
穀
物
の
支
給
に
関
す
る
五
枚
の
木
脳
を
紹
介
し
て
い
る
。
張
氏
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
お
お
よ

そ
三
枚
の
木
脳
の
イ
メ
ー
ジ
は
別
図
（
巻
末
）
の
よ
う
に
な
る
。
長
さ
は
、
い
ず
れ
も
四
六
・
五
（
二
尺
）
で
、
厚
さ
○
・
四
セ
ン
チ
で

あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
一
ヶ
月
（
大
小
）
の
単
位
で
、
疾
巳
と
い
う
人
物
と
丞
主
に
関
す
る
穀
物
支
給
を
記
録
し
て
い
る
。

④
薗
置
は
、
十
一
月
丁
卯
に
は
じ
ま
る
一
ヶ
月
の
干
支
（
日
）
と
、
二
行
に
わ
た
る
「
ｌ
」
「
○
」
の
印
が
あ
り
、
後
半
に
は
「
・
…
．
、

口
食
一
石
口
斗
半
」
「
口
半
篤
□
」
「
疾
巳
食
一
口
五
」
と
記
し
て
い
る
。

Ｐ
ｇ
は
、
正
月
の
一
ヶ
月
に
つ
い
て
、
丞
主
と
疾
巳
の
棚
に
「
Ｉ
」
「
○
」
の
印
が
あ
る
。
後
半
に
は
三
行
に
わ
た
っ
て
、
疾
巳
と
そ

の
家
族
（
室
）
、
丞
主
へ
の
穀
物
支
給
と
、
余
米
の
量
を
記
し
て
い
る
。

…
・
出
米
五
斗
予
疾
巳
室

入
米
三
石
・
出
米
一

五
八

入
米
三
石
・
出
米
一
石
予
疾
巳
室
丞
主
食
一
石
五
斗
二
瓢
出
半
斗
口
醤

丞
主
下
行
郷
食
米
三
升
疾
巳
食
一
石
一
斗
二
瓢
・
正
月
除
米
八
斗
一
馴

胃
］
＠
は
、
二
月
の
記
録
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
二
行
に
わ
た
る
「
ｌ
」
「
○
」
の
チ
ェ
ッ
ク
の
ほ
か
に
「
し
」
の
合
点
が
あ
る
と
い
う
。

後
半
で
は
、
六
段
に
わ
た
っ
て
穀
物
の
出
入
を
記
し
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
＠
＆
ｇ
の
断
簡
に
は
、
「
疾
巳
室
取
米
十
一
一
月
二
石
、
正
月
一
石
五
斗
、
二
月
…
…
」
と
あ
る
。
ま
た
］
９
］
段
の
断
簡
に
は
、

干
支
と
「
○
」
な
ど
を
記
し
た
形
跡
が
あ
る
。



の
意
味
は
、
さ
ら
に
居
延
鑑

（
幅
〉

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
、
倉
庫
の
支
出
に
関
す
る
資
料
を
み
る
と
、
そ
こ
に
は
簿
籍
の
ほ
か
に
、
そ
れ
を
作
成
す
る
た
め
の
記
録
や
出
入
券
が
大
量
に
作

ら
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
張
春
龍
氏
に
よ
れ
ば
、
倉
庫
の
出
入
に
関
す
る
券
で
は
、
銭
と
穀
物
、
物
品
の
三
種
類
が
あ
る
と
い

わ
れ
、
銭
の
出
入
券
は
財
務
を
司
る
少
内
に
属
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
は
銭
や
穀
物
の
出
入
に
よ
っ
て
、
財
政
の
実
務
を
お
こ
な
う
機

能
を
も
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
簿
籍
と
記
録
、
出
入
券
の
関
係
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

菩
片
総
叶
〔
鋤
岬
漣
噸
雌
Ⅷ
一

里
耶
秦
簡
の
記
録
簡
と
実
務

五
九

こ
れ
ら
の
木
脳
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
出
入
券
の
よ
う
な
個
別
の
出
入
と
違
っ
て
、
一
ヶ
月
に
お
よ
ぶ
記
録
と

な
っ
て
い
る
。
丞
主
と
疾
巳
の
柵
に
は
「
ｌ
」
「
○
」
の
印
が
あ
り
、
こ
れ
は
チ
ェ
ッ
ク
の
印
で
あ
ろ
う
。
甥
ら
に
は
、
合
点
に
あ
た
る

記
号
を
記
し
て
お
り
、
こ
れ
は
別
の
確
認
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
印
の
意
味
は
、
（
１
）
個
別
の
出
入
を
一
ヶ
月
ご
と
に
集
計
し
た

も
の
、
（
２
）
一
ヶ
月
の
支
給
に
も
と
づ
き
、
日
ご
と
の
受
け
取
り
を
確
認
し
た
も
の
な
ど
の
ケ
ー
ス
が
想
定
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

こ
れ
ら
の
木
臓
も
帳
簿
の
形
式
で
は
な
く
、
一
ヶ
月
単
位
の
穀
物
支
給
記
録
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
な
形
態
か
ら
み
れ
ば
、
出
入
券
と
支
給
記
録
簡
は
明
ら
か
に
簿
籍
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
記
録
は
、
や
が
て
簿
籍
に
集
約

さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
性
質
は
穀
物
の
出
入
を
確
認
・
計
算
す
る
と
い
う
実
務
を
お
こ
な
う
た
め
の
記
録
で
あ
る
。
そ
の
用
途
と
数
睡

の
意
味
は
、
さ
ら
に
居
延
漢
簡
な
ど
の
穀
物
支
給
に
関
す
る
簡
臓
を
く
ら
べ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
実
務
資
料
の
一
端
を



六
○

こ
の
よ
う
に
秦
代
で
は
、
文
書
と
簿
籍
の
伝
達
に
つ
い
て
、
送
付
す
る
原
本
（
報
告
書
）
の
ほ
か
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
署
で
控
え
を
取
っ

て
保
存
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
簿
籍
の
場
合
に
は
、
出
入
券
、
穀
物
支
給
記
録
な
ど
に
よ
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
、
そ
れ
を

集
計
す
る
過
程
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
ら
は
文
書
行
政
に
対
し
て
、
明
ら
か
に
送
付
さ
れ
る
文
書
や
簿
籍
の
形
態
で
は
な
く
、
記
録
や
実

務
資
料
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
実
務
資
料
に
は
、
ま
だ
釈
文
と
写
真
は
公
表
さ
れ
て
い
な
い
が
、
物
品
に
付
け
た
札
や
、
移
送

の
地
点
を
記
す
札
が
あ
り
、
こ
れ
は
保
管
の
付
け
札
や
、
荷
札
木
簡
と
共
通
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
木
臆
に
は
校
券
を
一
緒
に
送
る
と
い

（
稲
〉

う
文
面
が
あ
り
、
馬
恰
氏
は
左
右
二
枚
の
債
券
と
考
証
し
て
い
る
。
も
し
校
券
が
、
こ
う
し
た
形
態
と
機
能
を
も
つ
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

（
”
）

は
籾
山
明
氏
が
刻
歯
簡
で
分
類
さ
れ
た
や
う
ち
、
契
約
文
書
簡
と
し
た
簡
蹟
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
簿
籍
や
出
入
券
、
穀
物
支
給
記
録
は
、
そ
れ
を
報
告
書
の
作
成
に
利
用
し
、
資
料
と
し
て
保
存
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
注
意
さ

れ
る
点
は
、
こ
う
し
た
文
字
資
料
に
よ
っ
て
労
働
力
を
徴
発
し
た
り
、
穀
物
や
銭
の
出
入
と
い
う
実
務
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
秦
代
の
地
方
行
政
で
は
、
名
籍
は
人
事
と
労
働
編
成
に
か
か
わ
り
、
倉
庫
と
銭
な
ど
の
出
入
と
管
理
は
財
務
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
も
ま
た
里
耶
秦
簡
が
、
文
書
行
政
の
側
面
を
こ
え
て
、
実
務
資
料
が
多
い
背
景
を
示
唆
し
て
い
る
。
別
稿
で
は
、
木
簡
や
木
脳
（
文

（
蛤
）

字
資
料
）
に
よ
っ
て
人
事
や
労
役
、
財
務
の
管
理
を
す
る
機
能
を
、
行
政
の
運
営
を
支
え
る
秦
帝
国
の
情
報
シ
ス
テ
ム
と
み
な
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
公
表
さ
れ
た
里
耶
秦
簡
の
分
析
か
ら
、
遷
陵
県
で
文
書
と
簿
籍
を
作
成
す
る
部
署
と
、
運
営
に
利
用
す
る
実
務
資
料
と
の
関

係
を
示
せ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
概
略
と
な
る
。



お
わ
り
に

里
耶
秦
簡
の
記
録
簡
と
実
務

文
書
、
撫
籍
、
愛
普
な
ど

県廷

簿
、
記
録
簡
、
出
入
券

簿
、
記
録
簡
、
出
入
券

簿
籍
（
名
籍
）

②

官

Ｐ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｏ
Ｏ
１
０
０
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｏ
Ｏ
Ｉ
Ｏ
Ｉ
Ｉ
０
１
０
０
０
０
０
』
戸
’
’
０
０
０
１
０
Ｉ
Ｉ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
０
０
０
０
０
０
１
１
１
１
１
１
１
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
Ｉ
Ｉ
０
Ｉ
Ｉ
４
』

里
耶
秦
簡
の
特
色
は
、
①
ほ
ぼ
統
一
秦
の
年
月
・
月
日
を
記
し
た
資
料
が
あ
り
、
睡
虎
地
秦
簡
と
張
家
山
漢
簡
を
結
ぶ
年
代
の
資
料
で

あ
る
こ
と
、
②
復
元
が
困
難
な
漢
簡
に
く
ら
べ
て
、
木
版
一
枚
の
表
裏
で
完
結
し
て
い
る
資
料
が
多
く
、
単
独
で
解
読
で
き
る
こ
と
、
③

編
纂
さ
れ
た
「
史
記
」
や
古
墓
の
資
料
に
対
し
て
、
県
レ
ベ
ル
（
遷
陵
県
）
の
文
書
行
政
と
地
方
行
政
の
実
務
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る

こ
と
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
里
耶
秦
簡
を
ふ
く
む
長
江
流
域
の
出
土
資
料
は
、
漢
簡
を
中
心
に
組
み
立
て
ら
れ
た
簡
績
文
書
学
と

吏
、
戸
籍
、
裁
判
の
案
件

一
ハ
ー

徒銭穀

③

物
、
物
品

、
布
な
ど

隷
、
卒
な
ど

、－〆

倉
曹
１
１
倉
器
夫
、
倉
佐

少
府
Ｉ
（
金
布
）

司
空

吏
棚『
’二１

、

尉
曹
、
獄
史



あ
る
。

あ
わ
せ
て
、
全
体
的
な
資
料
些

営
に
か
か
わ
る
側
面
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
居
延
漢
簡
を
手
が
か
り
と
し
て
、
里
耶
秦
簡
の
褐
（
笥
牌
）
や
、
文
書
と
簿
籍
、
名
籍
、
出
入
券
、
穀
物
支
給
記
録
な
ど

の
機
能
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
公
表
さ
れ
た
里
耶
秦
簡
は
、
こ
れ
ま
で
主
体
で
あ
っ
た
行
政
文
書
や
簿
籍
の
伝
達
を
示
す
ほ
か

に
、
文
書
処
理
と
労
働
編
成
、
倉
庫
管
理
な
ど
の
実
務
を
示
す
記
録
簡
の
機
能
が
多
い
と
推
測
し
た
。
そ
の
要
点
は
、
以
下
の
と
お
り
で

全
体
的
な
資
料
学
を
検
討
す
る
手
が
か
り
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
う
ち
本
稿
で
注
目
し
た
の
は
、
と
く
に
実
務
の
運

一
ハ
ー
ー

一
、
文
書
褐
と
笥
牌
の
関
係
で
は
、
居
延
漢
簡
の
考
察
を
う
け
て
、
基
本
的
に
褐
（
付
け
札
）
と
い
う
範
囲
の
な
か
で
、
文
書
と
実
物

（
物
品
）
の
褐
に
分
類
し
た
。
さ
ら
に
文
書
褐
は
、
単
独
・
冊
書
に
付
け
る
褐
と
、
竹
笥
や
袋
に
入
れ
る
褐
が
想
定
で
き
、
里
耶
秦
簡
の

笥
牌
は
、
そ
の
う
ち
竹
笥
の
付
け
札
に
あ
た
る
。
秦
代
で
は
、
こ
う
し
た
竹
笥
に
、
吏
曹
と
尉
曹
・
倉
曹
の
文
書
や
、
致
書
、
都
郷
の
文

書
を
一
括
し
て
保
管
し
て
お
り
、
そ
の
ほ
か
に
も
御
史
の
書
や
、
徴
発
者
の
名
籍
、
書
籍
な
ど
を
保
管
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

二
、
秦
代
の
文
書
行
政
で
は
、
下
行
文
書
や
上
行
文
書
、
平
行
文
書
、
裁
判
の
文
書
な
ど
の
ほ
か
、
文
書
や
簿
籍
を
一
括
し
て
保
管
す

る
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
応
し
て
、
里
耶
秦
簡
で
は
、
木
胴
一
枚
で
文
普
を
処
理
し
て
、
控
え
を
作
成
し
、
転
送
・
保
管
す
る
形

態
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
ら
は
伝
達
さ
れ
る
行
政
文
書
の
原
本
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
控
え
と
な
る
記
録
簡
（
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）
で
あ

る
。
発
信
す
る
文
書
で
は
、
明
ら
か
に
控
え
の
記
録
で
あ
る
。
「
発
掘
報
告
」
に
木
胴
一
枚
で
完
結
す
る
形
態
が
多
い
と
い
わ
れ
る
の
は
、

こ
う
し
た
文
書
処
理
の
記
録
が
多
い
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
。

三
、
実
務
に
関
す
る
資
料
で
は
、
労
働
編
成
に
か
か
わ
る
名
籍
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
木
版
］
①
い
、
⑦
の
洞
庭
郡
の
命
令
で
は
、
輸
送

労
働
が
必
要
な
と
き
、
ま
ず
県
卒
と
徒
隷
、
居
賀
順
債
、
司
冠
、
隠
官
、
県
に
践
更
す
る
者
な
ど
を
徴
発
し
、
急
な
と
き
に
一
般
庶
民
を

徴
発
す
る
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
簿
籍
に
よ
っ
て
県
官
の
労
働
力
や
、
庶
民
を
徴
発
す
る
状
況
が
う
か
が
え
、
庶
民
の
場
合



五
、
こ
の
ほ
か
里
耶
秦
簡
で
は
、
写
真
や
釈
文
は
公
表
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
発
掘
報
告
」
な
ど
に
実
務
資
料
の
内
容
を
紹
介
し
て
い

る
。
そ
れ
は
物
品
に
付
け
た
札
や
、
移
送
の
地
点
を
記
す
札
で
あ
り
、
こ
れ
は
保
管
の
付
け
札
や
、
荷
札
木
簡
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

出
入
券
で
は
、
銭
と
穀
物
、
物
品
の
三
種
類
に
分
か
れ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
銭
の
出
入
券
は
、
財
務
を
司
る
少
内
に
属
す
こ
と
に
な
る
。

ま
た
実
物
は
な
い
が
、
木
脳
に
は
校
券
を
一
緒
に
送
る
と
い
う
文
面
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
里
耶
秦
簡
は
、
た
し
か
に
行
政
文
普
を
反
映

し
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
文
番
の
処
理
と
、
簿
籍
の
作
成
と
処
理
、
労
働
力
の
編
成
、
財
務
の
管
理
と
い
う
実
務
に
関
す
る
資
料
群
が

多
い
の
で
は
な
い
か
と
予
想
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
里
耶
秦
簡
の
記
録
簡
と
実
務
を
整
理
し
て
み
る
と
、
秦
代
の
郡
県
制
に
つ
い
て
基
本
的
な
性
格
が
明
ら
か
に
な
る
。

そ
れ
は
中
央
か
ら
郡
県
に
長
官
を
派
遣
す
る
集
権
的
体
制
で
、
郡
は
広
く
複
数
の
県
を
管
轄
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
「
県
」

は
郷
里
の
戸
籍
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
名
籍
は
、
報
告
書
と
な
る
簿
籍
を
作
成
す
る
ほ
か
に
、
労
働
編
成
の
台
帳
と
な

る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
ま
た
里
耶
古
城
の
壕
か
ら
出
土
し
た
戸
籍
簡
は
、
県
内
の
名
籍
か
、
そ
れ
と
も
郷
里
の
戸
籍
か
は
、
な
お
検
討

が
必
要
で
あ
る
。

る
。

里
耶
秦
簡
の
記
録
簡
と
実
務

｛
ハ
一
一
一

四
、
実
務
に
関
す
る
賓
料
で
は
、
倉
庫
の
穀
物
や
物
賓
を
出
す
洞
先
腿
簡
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
内
容
は
、
穀
物
な
ど
を

出
し
入
れ
す
る
出
入
券
が
基
本
的
な
役
割
で
、
と
く
に
先
農
を
祁
る
た
め
に
穀
物
な
ど
を
出
し
、
そ
れ
を
払
い
下
げ
て
売
っ
た
控
え
（
刻

歯
簡
）
が
洞
先
農
簡
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ほ
か
疾
巳
と
い
う
人
物
に
関
す
る
資
料
は
、
一
ヶ
月
の
穀
物
支
給
を
控
え
た
記
録
簡
と

お
も
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
県
の
倉
曹
で
は
、
倉
庫
の
簿
籍
の
ほ
か
に
、
そ
れ
を
作
成
す
る
た
め
の
記
録
簡
や
、
個
別
の
出
し
入
れ
を
記

録
す
る
出
入
券
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
簡
臓
が
全
体
の
一
割
以
上
を
占
め
る
と
い
う
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
里
耶
秦

簡
は
、
ま
だ
一
部
し
か
公
表
さ
れ
て
い
な
い
が
、
同
じ
よ
う
に
穀
物
、
銭
、
物
品
を
出
し
入
れ
す
る
記
録
の
存
在
が
推
測
で
き
る
の
で
あ



さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

レ
ベ
ル
を
蛾
末
端
の
機
構
と
し
て
、
県
の
部
署
と
郷
里
の
人
び
と
を
集
約
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ほ
ぼ
共
通
し
た
認
識
と
な
っ

て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
実
態
は
、
県
と
郷
・
里
を
城
郭
都
市
と
み
な
す
都
市
国
家
論
に
つ
い
て
も
再
検
討
を
せ
ま
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
秦
代
の
県
で
は
、
中
央
と
地
方
を
結
ぶ
法
令
、
命
令
な
ど
の
伝
達
と
、
下
部
か
ら
の
報
告
と
い
う
文
書
行
政
を
実
施
し
て
い
た
が
、
そ

れ
ら
の
文
書
を
処
理
し
て
保
存
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
実
務
を
運
営
す
る
役
割
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
秦
代

の
郡
県
制
は
、
文
書
行
政
だ
け
で
は
な
く
、
文
字
資
料
に
よ
る
官
府
の
運
営
に
つ
い
て
も
、
そ
の
基
礎
が
で
き
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
居
延
漢
簡
な
ど
に
実
務
の
一
面
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
漢
王
朝
の
地
方
行
政
は
、
秦
の
運
営
シ
ス
テ
ム
を
継
承
し
て
発
展

注

（
１
）
湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
、
湘
西
土
家
族
苗
族
自
治
州
文
物
処
、
龍
山
県
文
物
管
理
所
「
湖
南
龍
山
里
耶
戦
国
ｌ
秦
代
古
城
一
号
井
発
掘
簡
報
」
（
「
文

物
」
二
○
○
三
年
一
期
）
、
湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
「
湖
南
髄
山
県
里
耶
戦
国
秦
漢
城
杜
及
秦
代
簡
脳
」
（
「
考
古
」
二
○
○
三
年
七
期
）
、
湖
南
省
文
物

考
古
研
究
所
「
里
耶
発
掘
報
告
」
（
岳
麓
書
社
、
二
○
○
七
年
）
、
籾
山
明
「
湖
南
龍
山
里
耶
秦
簡
概
述
」
（
「
中
国
古
代
訴
訟
制
度
の
研
究
」
京
都
大
学
学

術
出
版
会
、
二
○
○
六
年
）
、
同
「
山
は
隔
て
、
川
は
結
ぶ
ｌ
「
里
耶
発
掘
報
告
」
を
読
む
」
（
「
東
方
」
三
一
五
、
二
○
○
七
年
）
、
拙
稿
「
訪
中
ノ
ー
ト
岬

里
耶
古
城
参
観
記
」
（
「
資
料
学
の
方
法
を
探
る
」
七
、
二
○
○
八
年
）
な
ど
。

（
２
）
前
掲
「
湖
南
龍
山
里
耶
戦
国
ｌ
秦
代
古
城
一
号
井
発
掘
簡
報
」
、
前
掲
「
里
耶
発
掘
報
告
」
の
ほ
か
、
テ
キ
ス
ト
と
注
釈
に
は
湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
、

湘
西
土
家
族
苗
族
自
治
州
文
物
処
「
湘
西
里
耶
秦
代
簡
版
選
釈
」
（
「
中
国
歴
史
文
物
」
二
○
○
三
年
一
期
）
、
里
耶
秦
簡
講
読
会
「
里
耶
秦
簡
訳
註
」
（
「
中

六
四

こ
の
よ
う
な
里
耶
秦
簡
の
機
能
は
、
日
本
古
代
の
文
書
木
簡
や
付
札
と
共
通
し
た
要
素
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
簡
脳
は
、
同
じ
よ

う
に
地
方
官
府
の
井
戸
か
ら
出
土
し
た
長
沙
東
牌
楼
簡
脳
や
三
国
呉
簡
、
あ
る
い
は
日
本
古
代
木
簡
と
比
較
し
な
が
ら
、
記
録
簡
の
用
途

（
栂
）

に
つ
い
て
検
討
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。



尚
>
卜

談
鵜
r
『
'
雪
黙
認
Ｓ
雲
鶏
浸
催

。
(
令
苦
＞
苫
！
，
薪
監
吟
＝
．
）
隷
罰

「
蔚
翠
Ｓ
雲
蕊
篇
認
」
局
濃
軍
涛
，
(
令
1
1
昔
昔
｜
・
謡
匿
吟
雲
。
）
「
畿
翠
雲
譲
」
。
，
(
令
|
I
＞
旨
｜
，
斧
>
４
．
竺
）
『
器
雪
Ｓ
褐
雲
蒔
涛
瀧
」
寄
雨
汁
（
割
）

ｏ
ｒ
扇
舜
「
甑
誰
再
三

，
八
至
再
屋
」
。
〃
｢
鴬
雷
雲
鶏
浸
隠
三
譲
到
重
」
蕊
雪
三
鐘
・
｢
涛
重
準
持
舜
離
謝
雲
藩
浸
膿
園
萎
課
」
蕊
雲
慧
蒔
露
，
｢
雲
熟
姿
縄
諜
営
」
軍
罫
蓉
樵
桜
（
④
）

o
r
r
鎌
（
令
1
1
1
昔
昔
し
鐸
識
＞
「
雑
壁
潟
｣
）
「
蕊
蕊
Ｓ
雲
溝
障
頭
零
」
門
湯
田
呉
‘
，
(
釜
雇
誉
苦
！
，
諏
鴫
鴬
号
）
戴
燕
舗

墨
「
雲
謙
障
諏
」
謹
票
詩
窒
梧
雨
爾
樵
華
M
，
洋
画
号
，
葦
齢
翠
書
>
ぐ
･
画
暑
，
罫
書
喜
鵡
塞
辱
，
票
認
翠
叶
錐
菩
料
唾
謡
蓉
・
(
蓋
Ｏ
＞
昔
Ｉ
〃
罰
鴫
襟
暑
）

「
識
[
､
'
一
冨
雲
慧
億
罰
」
議
弓
爵
翠
醗
蝋
誘
樵
華
恥
洋
画
号
，
(
蔑
剰
令
庁
庁
誉
！
〃
尋
詩
雲
叫
謂
梧
湧
蔀
認
雪
浩
号
）
雲
侭
露
函
「
雲
涛
隠
罰
」
謹
雰
窯
（
c
､
）

・
小
針
堂
（
令
庁
Ｏ
Ｏ
１
Ｉ
，
持
謬
室
誌
Ｓ
恥
望
雲
葺
樵
豪
画
宍
狩
蕪
較
雪
線
・
蔦
叶
雲
握
画
号
）
「
隣
煎
薬
室

言
画
謝
蕪
戦
雲
鶏
雲
糖
」
。
，
(
積
[
』
ｒ
Ｏ
Ｏ
ｌ
ｌ
・
洋
霊
窪
練
片
言
雪
圏
民
「
嵐
Ｏ
Ｏ
ｌ
Ｉ
器
室
誕
言
』
）
「
陰
諏
睡
癒
軟
嬬
嶺
靖
濫
君
三
瀧
妻
糖
」
。
汽
諾
満
署

〃
号
露
Ｓ
（
令
＞
Ｏ
Ｏ
１
Ｉ
〃
r
t
･
「
が
蒸
郎
蒔
卦
Ｓ
樵
華
惑
｣
）
「
雲
離
曇
催
ｒ
ｒ
･
「
訟
揖
」
一
際
諏
謹
三
ｓ
園
奉
藩
ｒ
ｒ
･
謝
睡
蔀
」
。
，
(
令
穴
Ｏ
Ｏ
１
ｌ
」
!
'
!
|
謹
華

雑
>
寺
＞
「
絵
謬
雲
無
溝
祷
撫
汁
蕊
湧
｣
）
「
ｶー

､
{
'
>
､
』
<
‘
議
寒
Ｓ
雪
熟
湊
纏
」
。
〃
(
令
>
卜
Ｏ
Ｏ
１
Ｉ
・
’
１
１
謹
華
維
持
＞
「
挨
謬
雲
維
>
ぐ
･
繁
稗
汁
罵
蝉
｣
）
「
欝
蔵

霊
室
I
､
『
薦
慧
靖
>
寺
Ｓ
言
蕪
浸
障
」
。
〃
(
令
尉
Ｏ
Ｏ
Ｉ
ｌ
，
昔
ｌ
謹
華
練
持
＞
「
装
難
雲
維
持
繁
雑
汁
罵
埠
｣
）
「
M
,
津
Ｓ
転
義
毒
滞
I
､
『
･
雲
鵠
曇
膳
」
義
差
汁
跨

・
汁
←
鯉
雨
'
１
Ａ
（
令
＞
Ｏ
Ｏ
１
ｌ
，
蔀
醗
計
薄
「
際
魚
装
宝
Ｓ
､
J
峨
剖
岩
毒
鴎
｣
）
「
降
雨
謹
宝
r
r
t
i
，
津
Ｓ
毒
鴎
函
号
」
霊
差
昇
辱
O
L
庫
寓
Ｓ
華
奉
寒
雲
（
←
）

・
が
針
費
謡
礁
が
苦
学
号
行
1
,
百
弾
涛
童
．
娼
皆
梧
謂
再
行
（
令
織
Ｏ
Ｏ
１
ｌ
〃
昔

「
爵
窒
拳
環
H
･
窒
画
署
｣
）
「
テ
ー
、
凝
窒
雲
藩
雲
膳
」
Ｍ
,
識
馨
雲
綜
浸
権
．
ご
訪
八
『
録
勢
い
『
頴
潟
！
Ｓ
靖
宰
バ
行
r
『
･
童
R
卜
③
，
〈
､
ｅ
霊
労
昇
「
（
脚
′

警
両
匿
蕊
」
雲
居
雪
Ｓ
「
騨
琵
雲
蕪
妾
隅
」
童
雲
。
が
ラ
バ
行
営
誌
婦
島
嶺
Ｓ
零
>
寺
穿
汁
〔
-
-
簿
涛
r
｢
･
雲
溝
・
罫
（
令
>
卜
Ｏ
Ｏ
Ｉ
Ｉ
，
洋
需
憲
樵
片
言
雪
買
寅

「
直
Ｏ
Ｏ
１
Ｉ
凝
翠
雪
雲
｣
）
「
涛
童
幸
溝
珂
鵜
鋪
雪
線
浸
鱈
葛
董
課
｣
誌
蕪
熱
，
(
達
！
翁
Ｉ
ｌ
１
Ｏ
Ｏ
１
ｌ
｢
言
>
ぐ
･
｣
）
「
言
線
雲
繕
藻
芭
｣
雲
雑
犠
昇
,
弓
i
零
>
今
罵
載

・
が
課
"
費
号
J
'
誤
亘
薗
録
雪
害
齢
Ｓ
雑
提
謂
ｒ
ｒ
雑
鴎
雄
八
ｏ
院
両
蕩
掛
謬
Ｓ
『
‘
，
芦
耽
毒
至
罰
,
琴
翠
葺
樵
頚
画
言
溝
蕪
較
言
離
・
蔦
鴎
姿
膳
画
暑
'
､
i
悪

屋
蕎
銭
墨
蓋
毎
両
=
Ｏ
ｌ
令
古
Ｏ
０
１
１
。
が
録
慧
暴
蒙
行
（
軍
!
|
令
穴
Ｏ
Ｏ
１
ｌ
，
募
謹
今
･
暑
罷
葦
誕
言
雑
汁
湊
罵
）
「
難
唾
巽
>
ぐ
･
雲
熟
雲
膳
」
雲
函
＝
（
い
）

･
が
母
戦
備
鐸
（
令
[
』
ｒ
Ｏ
Ｏ
ｌ
Ｉ
，
洋
霊
肇
雲
持
画
署
）
「
欝
慧
言
藩
妾
膳
」
善
涛
Ｉ
Ｆ
Ｈ

．
(
令
穴
Ｏ
Ｏ
ｌ
ｌ
〃
慧
馨
碧
義
霊
，
藩
雇
蓋
「
≦
樺
葦
凝
窒
汚
窺
誘
撫
華
恥
洋
画
号
｣
）
「
蕪
罵
言
蕪
雲
鱈
」
毒
調
．
(
令
Ｅ
Ｏ
Ｏ
１
１
，
＞
「
認
雪
雲
津
片
軍
璽



（
８
）
永
田
前
掲
「
居
延
漢
簡
の
研
究
」
、
李
均
明
・
劉
耶
「
簡
脳
文
書
学
」
（
広
西
教
育
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
、
李
天
虹
「
居
延
漢
簡
簿
籍
分
類
研
究
」
（
科

学
出
版
社
、
二
○
○
三
年
）
な
ど
。

（
９
）
籾
山
明
「
刻
歯
簡
脳
初
探
Ｉ
漢
簡
形
態
論
の
た
め
に
」
（
「
木
而
研
究
」
一
七
、
一
九
九
五
年
）
。

（
皿
）
前
掲
「
里
耶
発
掘
報
告
」
彩
版
二
十
四
に
写
真
が
あ
る
。

（
ｕ
）
前
掲
「
簡
脳
文
瞥
学
」
四
三
七
～
四
四
一
頁
。

（
吃
）
「
致
書
」
に
つ
い
て
は
、
大
庭
前
掲
「
漢
簡
研
究
」
第
二
篇
第
二
章
「
漢
代
の
符
と
致
」
、
李
天
虹
「
漢
簡
〃
致
籍
“
考
排
」
（
「
文
史
』
一
一
○
○
四
年
二

期
）
、
拙
稿
「
張
家
山
漢
簡
『
津
関
令
」
と
漢
墓
簡
版
ｌ
伝
と
致
の
情
報
伝
達
」
（
「
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論
集
」
人
文
学
科
編
二
二
、
一
一
○
○
七
年
）
が
あ

る期
０－歩

、

｛
ハ
ー
ハ

（
週
）
木
版
⑯
５
，
６
の
背
面
に
、
県
か
ら
都
郷
へ
の
命
令
伝
達
が
あ
り
、
⑯
９
に
県
と
都
郷
、
啓
陵
郷
と
の
や
り
と
り
が
み
え
る
。

（
皿
）
拙
稿
前
掲
「
里
耶
秦
簡
の
文
書
形
態
と
情
報
伝
達
」
。

（
喝
）
前
掲
「
簡
順
文
書
学
」
。
ま
た
湖
南
省
博
物
館
な
ど
編
「
馬
王
堆
漢
墓
一
号
漢
墓
」
（
文
物
出
版
社
、
一
九
七
三
年
）
に
は
、
物
品
を
入
れ
る
竹
笥
に
付

け
ら
れ
た
「
衣
笥
」
な
ど
の
木
牌
四
九
枚
が
あ
る
。

（
焔
）
テ
キ
ス
ト
は
「
張
家
山
漢
墓
竹
簡
〔
一
一
四
七
号
墓
〕
」
（
文
物
出
版
社
、
一
一
○
○
一
年
）
の
写
真
と
、
「
張
家
山
漢
墓
竹
前
〔
二
四
七
号
墓
〕
」
釈
文
修
訂

本
（
文
物
出
版
社
、
二
○
○
六
年
）
に
く
わ
え
て
、
「
二
年
律
令
興
奏
識
脊
」
（
上
海
古
締
出
版
社
、
二
○
○
七
年
）
に
赤
外
線
写
真
と
釈
文
が
あ
る
。
ま

た
池
田
雄
一
縄
「
奏
獄
響
ｌ
中
国
古
代
の
裁
判
記
録
」
（
刀
水
普
房
、
二
○
○
二
年
）
、
蕊
万
進
「
張
家
山
漢
簡
〈
葵
識
諜
〉
研
究
」
（
広
西
師
範
大
学
出
版

社
、
二
○
○
六
年
）
が
あ
る
。
「
張
家
山
漢
墓
竹
簡
」
注
釈
は
蒼
梧
を
南
郡
の
県
と
す
る
が
、
「
二
年
律
令
典
奏
識
普
」
は
蒼
梧
郡
と
の
関
係
と
み
な
し
、

陳
偉
「
秦
蒼
梧
・
洞
庭
二
郡
劉
論
」
（
『
歴
史
研
究
」
二
○
○
三
年
五
期
）
は
、
里
耶
秦
簡
の
「
蒼
梧
郡
」
が
長
沙
郡
に
あ
た
る
と
考
証
し
て
い
る
。
「
三
国

志
」
劉
書
、
巻
三
六
黄
忠
伝
で
は
、
黄
忠
が
南
陽
の
人
で
、
荊
州
牧
の
劉
表
が
中
郎
将
に
任
命
し
て
長
沙
の
敗
県
を
守
っ
た
と
い
い
、
彼
県
は
長
沙
郡
に

属
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
案
件
は
、
蒼
梧
郡
の
利
郷
で
反
乱
が
起
こ
り
、
そ
れ
に
恢
県
か
ら
も
新
勢
首
を
徴
発
し
て
対
応
し
た
が
、
逃
亡
者
が
出

た
た
め
論
断
す
る
必
要
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
放
県
の
県
令
で
あ
っ
た
庫
は
、
そ
れ
が
掌
握
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
御
史
は
、
南
郡
の
卒
史
を
通
じ
て
、

蒼
梧
郡
の
再
調
査
を
依
頼
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。



兎
）
前
掲
「
里
耶
秦
簡
訳
註
」
に
、
一
部
の
指
摘
が
あ
る
。
木
脳
③
岸
謹
は
、
正
面
の
本
文
と
背
面
の
発
信
記
録
を
記
し
た
文
書
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
発
信

を
左
側
に
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
受
信
記
録
が
な
い
た
め
、
と
く
に
背
面
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
調
）
「
発
掘
報
告
」
一
八
○
頁
で
は
、
別
の
封
泥
匝
に
物
品
の
名
称
と
数
澱
を
記
す
と
い
う
が
、
そ
れ
は
』
〕
ｌ
巴
「
銭
三
百
…
…
」
、
』
］
ｌ
］
認
「
白
殿
三
斗
」
、

唇
ｌ
』
望
「
黄
殿
六
斗
」
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
封
検
に
宛
名
は
な
く
、
お
そ
ら
く
物
品
を
入
れ
た
袋
な
ど
に
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
釦
）
山
田
勝
芳
「
秦
漢
財
政
収
入
の
研
究
』
（
汲
古
書
院
、
一
九
九
三
年
）
、
重
近
啓
樹
『
秦
漢
税
役
体
系
の
研
究
」
（
汲
古
瞥
院
、
一
九
九
九
年
）
、
拙
薪
前

里
耶
秦
簡
の
記
録
簡
と
実
務

前
な
ど
を
記
し
て
い
る
。

六
七

（
Ⅳ
）
前
掲
「
張
家
山
漢
墓
竹
簡
〔
二
四
七
号
墓
〕
」
。
ま
た
湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
等
「
況
陵
虎
渓
山
一
号
漢
基
発
掘
而
報
」
（
「
文
物
」
二
○
○
三
年
一
期
）

に
も
、
竹
簡
の
側
に
竹
笥
が
世
か
れ
て
い
る
。

（
肥
）
永
田
英
正
「
居
延
漢
簡
の
研
究
」
第
１
部
第
三
章
「
抑
締
簡
臓
の
諦
様
式
の
分
析
」
（
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
九
年
）
、
同
「
文
瞥
行
政
」
（
「
股
周
秦
漢

時
代
史
の
基
本
問
題
」
汲
古
瞥
院
、
二
○
○
一
年
）
な
ど
。

（
旧
）
図
版
は
、
前
掲
「
居
延
漢
而
」
図
版
之
部
と
「
居
延
漢
簡
甲
乙
編
」
が
あ
る
が
、
両
者
の
写
真
や
表
裏
の
寸
法
が
異
な
っ
て
い
る
。
一
覧
表
で
は
、
形

態
の
目
安
と
し
て
「
居
延
漢
簡
」
図
版
之
部
の
寸
法
を
記
し
た
。
ま
た
半
分
の
禍
で
表
裏
に
わ
た
る
も
の
は
文
字
を
入
れ
、
寸
法
を
補
足
し
て
い
る
。

（
釦
）
簡
脳
の
位
置
は
、
永
田
前
掲
「
新
居
延
漢
前
の
概
観
」
に
説
明
が
あ
る
。
表
２
、
表
３
の
一
覧
は
、
前
掲
「
居
延
新
簡
」
甲
渠
候
官
の
写
真
に
よ
る
。

（
型
大
庭
前
掲
「
秦
漢
法
制
史
の
研
究
」
補
論
「
居
延
新
出
「
候
粟
君
所
責
冠
恩
事
」
冊
書
」
、
籾
山
前
掲
「
中
国
古
代
訴
訟
制
度
の
研
究
」
第
三
章
「
居
延

出
土
の
冊
書
と
漢
代
の
聴
訟
」
な
ど
。

（
犯
）
永
田
前
掲
「
居
延
漢
簡
の
研
究
」
第
Ⅱ
部
第
四
章
「
簡
臓
よ
り
み
た
る
漢
代
辺
郡
の
統
治
組
織
」
。

（
翌
陳
偉
「
秦
と
漢
初
の
文
書
伝
達
シ
ス
テ
ム
」
（
前
掲
「
古
代
束
ア
ジ
ア
の
情
報
伝
達
」
）
。

（
型
拙
稿
前
掲
「
里
耶
秦
簡
の
情
報
シ
ス
テ
ム
」
、
同
「
始
皇
帝
と
秦
帝
国
の
情
報
伝
達
」
。

弱
）
こ
こ
で
は
同
筆
と
別
筆
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
そ
の
書
写
の
形
態
か
ら
処
理
を
区
分
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
妬
）
表
４
は
前
掲
「
居
延
新
而
」
甲
渠
候
官
の
写
真
に
よ
り
、
一
部
に
居
延
漢
簡
の
例
を
追
加
し
た
。

（
”
）
里
耶
秦
簡
の
木
版
と
は
異
な
っ
て
、
必
ず
し
も
一
枚
の
木
簡
で
は
な
い
。
文
章
が
二
前
以
上
に
わ
た
る
場
合
は
、
書
き
出
し
一
簡
の
裏
に
、
控
え
の
名



褐
「
中
国
古
代
国
家
と
郡
県
社
会
」
な
ど
。

（
瓢
）
拙
稿
前
掲
「
里
耶
秦
簡
の
情
報
シ
ス
テ
ム
」
。

（
犯
）
二
○
○
七
年
の
中
国
里
耶
古
城
・
秦
簡
与
秦
文
化
国
際
学
術
研
討
会
提
要
に
は
戸
籍
簡
の
論
文
が
多
く
、
刑
義
田
「
龍
山
里
耶
秦
遷
陵
県
城
遺
祉
出
土

某
郷
南
陽
里
戸
籍
前
試
探
」
（
武
漢
大
学
簡
吊
研
究
中
心
簡
吊
網
、
二
○
○
七
年
一
一
月
）
、
鈴
木
直
美
「
里
耶
秦
簡
に
み
る
秦
の
戸
口
把
握
」
（
「
東
洋
学

報
」
八
九
－
四
、
二
○
○
八
年
）
を
は
じ
め
、
今
後
は
戸
籍
簡
の
研
究
が
進
展
す
る
と
お
も
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
形
式
だ
け
を
確
認
し
て
お
く
。

（
詔
）
拙
稿
前
掲
「
里
耶
秦
簡
の
情
報
シ
ス
テ
ム
」
。

（
鈍
）
邪
義
田
「
湖
南
龍
山
里
耶
』
］
③
］
副
和
』
］
⑨
］
ｌ
届
号
秦
版
的
文
書
構
成
・
筆
跡
和
原
梢
存
放
形
式
」
（
「
簡
吊
」
第
一
輯
、
武
漢
大
学
簡
吊
研
究
中
心
、

二
○
○
六
年
）
、
片
野
竜
太
郎
「
里
耶
秦
簡
に
見
え
る
債
務
労
役
」
（
前
掲
「
里
耶
秦
簡
研
究
ノ
ー
ト
」
）
な
ど
に
考
察
が
あ
り
、
拙
稿
前
掲
「
里
耶
秦
簡
の

文
書
形
態
と
情
報
伝
達
」
で
は
保
存
と
の
関
係
を
論
じ
た
。

（
弱
）
干
振
波
「
里
耶
秦
簡
中
的
〃
除
郵
人
“
前
」
（
「
湖
南
大
学
学
報
」
社
会
科
学
版
一
七
－
三
、
二
○
○
三
年
）
、
高
村
武
幸
「
漢
代
の
地
方
官
吏
と
地
域
社

会
』
第
三
部
第
二
章
「
秦
・
漢
初
の
郷
」
（
汲
古
書
院
、
二
○
○
八
年
）
な
ど
。

（
妬
）
張
俊
民
「
龍
山
里
耶
秦
簡
二
題
」
（
「
考
古
与
文
物
」
二
○
○
四
年
四
期
）
。

（
訂
）
天
長
市
文
物
管
理
所
、
天
長
市
博
物
館
「
安
徽
天
長
西
漢
墓
発
掘
簡
報
」
（
「
文
物
」
二
○
○
六
年
二
期
）
、
何
有
祖
「
安
徽
天
長
西
漢
墓
所
見
西
淡
木

脳
管
窺
」
（
武
漢
大
学
簡
吊
研
究
中
心
簡
吊
網
、
二
○
○
六
年
一
二
月
）
。

（
認
）
永
田
前
掲
「
居
延
漢
簡
の
研
究
』
第
１
部
第
一
章
「
居
延
漢
簡
の
集
成
こ
。

（
翌
「
発
掘
報
告
」
一
九
四
～
一
九
六
頁
。

（
⑩
）
張
春
龍
「
里
耶
秦
簡
校
券
和
戸
籍
簡
」
（
「
中
国
簡
吊
学
国
際
論
壇
二
○
○
六
論
文
集
」
武
漢
大
学
、
台
湾
大
学
、
シ
カ
ゴ
大
学
、
二
○
○
六
年
）
、
同
「
里

耶
秦
簡
詞
先
農
・
洞
脊
和
詞
限
校
券
」
（
「
簡
吊
」
第
二
輯
、
上
海
古
耕
出
版
社
、
二
○
○
七
年
）
、
彰
浩
「
読
里
耶
秦
師
〃
校
券
“
補
記
」
（
中
国
里
耶
古

城
・
秦
簡
与
秦
文
化
国
際
学
術
研
討
会
提
要
、
二
○
○
七
年
）
。
こ
こ
で
は
、
ほ
か
に
澗
脊
、
澗
隆
の
券
を
紹
介
し
て
お
り
、
雌
某
と
佐
、
令
史
の
官
が
い

る
。

六
八

（
虹
）
「
発
掘
報
告
」
と
張
奪
龍
氏
の
識
文
で
は
説
明
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
木
脇
は
⑭
⑦
＄
、
⑭
『
総
の
よ
う
に
同
一
の
文
章
が
二
枚
に
書
か
れ
て
い
る
よ



洞
）
張
森
龍
「
里
耶
秦
簡
中
記
録
疾
巳
和
丞
某
用
鎚
悩
況
的
簡
臓
」
（
中
国
里
耶
古
城
・
衆
簡
与
秦
文
化
国
際
学
術
研
討
会
提
出
論
文
、
二
○
○
七
年
一
○
月
）
。

届
）
毅
物
支
給
に
つ
い
て
は
、
符
谷
至
「
漢
代
穀
倉
制
度
」
（
『
東
方
学
報
」
京
都
六
八
、
一
九
九
六
年
）
、
宮
宅
潔
「
漢
代
の
敦
煙
戦
線
と
食
料
管
理
」
、
佐

藤
達
郎
「
馬
圏
湾
出
土
の
食
料
支
給
関
係
簡
」
（
以
上
、
而
谷
至
綿
『
辺
境
出
土
木
而
の
研
究
」
朋
友
響
店
、
二
○
○
三
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
妬
）
馬
怜
「
里
耶
衆
而
中
幾
組
渉
及
校
券
的
官
文
響
」
（
中
国
里
耶
古
城
・
秦
簡
与
秦
文
化
国
際
学
術
研
討
会
提
出
論
文
、
二
○
○
七
年
一
○
月
）
。
券
の
名

称
で
は
、
木
脇
③
』
望
に
二
十
六
年
の
船
を
貸
し
出
し
た
「
黄
券
」
や
、
木
脳
⑨
１
～
吃
に
、
三
十
三
年
に
陽
陵
県
卒
の
「
銭
校
券
」
が
あ
る
。

称
で
は
、
木
脇
⑧
』
望
に
二
十
六
坐

（
鞭
）
籾
山
前
掲
「
刻
歯
而
噸
初
探
」
。

（
帽
）
拙
稿
前
掲
「
里
耶
秦
簡
の
梢
報

（
⑬
）
た
と
え
ば
、
本
稿
で
み
た
文
諜

里
耶
秦
簡
の
記
録
簡
と
実
務

拙
稿
前
掲
「
里
耶
秦
簡
の
梢
報
シ
ス
テ
ム
」
。

た
と
え
ば
、
本
稿
で
み
た
文
諜
と
実
物
の
禍
や
、
文
普
・
簿
籍
の
処
理
、
出
入
券
と
支
給
記
録
前
な
ど
は
、
木
簡
学
会
編
「
日
本
古
代
木
簡
集
成
」
（
東

京
大
学
出
版
会
、
二
○
○
三
年
）
で
は
、
文
書
木
簡
の
な
か
で
、
①
文
書
軸
、
②
記
録
関
係
木
前
、
③
伝
票
、
食
料
支
給
の
木
簡
と
共
通
し
た
機
能
を
も
っ

て
い
る
。
ま
た
里
耶
秦
簡
の
物
品
禍
は
、
日
本
の
荷
札
木
簡
に
類
似
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
中
国
の
簡
臓
文
普
学
で
分
類
し
た
文
書
と
簿
籍
や
、
古
墓

に
収
め
ら
れ
て
い
た
竹
簡
と
吊
普
の
普
籍
は
、
日
本
で
は
紙
の
文
書
と
普
籍
に
あ
た
る
も
の
が
多
く
、
実
務
に
関
す
る
文
普
木
簡
は
、
同
じ
よ
う
に
実
務

に
関
す
る
秦
漢
時
代
の
簡
脳
と
よ
く
似
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
は
秦
漢
時
代
に
紙
が
普
及
し
て
お
ら
ず
、
木
簡
と
木
脳
、
竹
簡
を
使
っ
て
い
た
と

い
う
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
今
後
は
、
里
耶
秦
簡
な
ど
の
文
書
と
記
録
簡
の
分
析
に
よ
っ
て
、
日
本
古
代
木
簡
と
の
比
較
検
討
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

一
九
九
二
年
）
な
ど
。

六
九

う
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
分
割
先
は
一
方
が
倉
庫
の
控
え
と
な
り
、
も
う
一
方
は
帳
簿
を
作
成
す
る
記
録
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
類
推
と
し
て
、

胡
平
生
「
木
簡
出
入
取
予
券
普
制
度
考
」
今
胡
平
生
簡
脳
文
物
論
集
」
蘭
台
出
版
社
、
二
○
○
○
年
）
が
参
考
に
な
ろ
う
。

（
嘘
）
籾
山
前
掲
「
刻
歯
簡
脳
初
探
」
。
「
簡
峨
文
諜
学
」
で
は
符
券
類
を
設
け
て
い
る
が
、
と
く
に
出
入
券
を
説
明
し
て
い
な
い
。

（
帽
）
「
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
」
（
文
物
出
版
社
、
一
九
九
○
年
）
の
「
秦
律
十
八
種
」
倉
律
、
数
律
。
太
田
幸
男
「
湖
北
砺
虎
地
出
土
秦
律
の
倉
律
を
め
ぐ
っ
て

（
一
、
二
）
」
（
一
九
八
○
）
、
同
「
同
追
補
」
（
一
九
九
二
、
以
上
、
改
訂
し
て
「
中
国
古
代
国
家
形
成
史
論
」
に
収
録
、
汲
古
杏
院
、
二
○
○
七
年
）
、
大

櫛
敦
弘
「
薬
代
国
家
の
穀
倉
制
度
」
（
『
海
南
史
学
』
二
八
、
一
九
九
○
年
）
、
同
「
霊
夢
秦
簡
倉
律
よ
り
見
た
戦
国
業
の
穀
倉
制
度
」
（
「
海
南
史
学
」
三
○
、



1６

１７

１８

１９

3０

参
考
資
料
（
イ
メ
ー
ジ
）

（
日
）
１
２
３
４
５
６
７
８
９
叩
皿
吃

二
月
円
子
丁
酉
戊
皮
己
亥
庚
子
辛
丑
壬
寅
突
卯
甲
辰
乙
巳
丙
午
丁
未
戊
叩
己
酉
庚
皮
辛
亥
壬
子
発
丑
甲
寅
乙
卯
丙
辰
丁
巳
戊
午
己
未
庚
申
辛
酉
壬
戊
発
亥
甲
子
乙
拙
丙
寅

ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ

□
□
’
○
’
○
’
○
’
○
’
○
’
○
’
○
甲
辰
丞
主
上
食
三
斗
参
口
食
二
斗
’
’
’
○
’
○
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
１

口
□
○
○
○
○
○
○
○
○
○
疾
巳
去
○
○
甲
辰
疾
巳
去
出
口
三
斗
姻
賞
中
舎
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

入
米
二
石
出
米
二
石
予
疾
巳
室
…
…
溺
米
八
十
口
一
参
米
粍
半
升
揚
米
半
四

入
米
一
石
入
口
米
二
石
口
口
食
丞
主
米
□
□
□
□
口
ロ
ロ
ロ

〔
丞
〕
食
一
石
一
斗
入
休
米
二
石
●
凡
食
米
三
石
口
口
口
米
□
口
湯
米
半
四
□
□
□
□

疾
巳
食
一
石
三
斗
入
道
米
八
斗
一
升
Ｖ
不
僕
一
斗
二
参
行
食
一
斗

正
月
閉
子
丁
卯
戊
辰
己
巳
庚
午
辛
未
壬
申
発
酉
甲
戊
乙
亥
丙
子
丁
丑
戊
寅
己
卯
庚
辰
辛
巳
壬
午
発
未
甲
申
乙
酉
丙
成
丁
亥
戊
子
己
丑
庚
寅
辛
卯
壬
辰
美
巳
甲
午
乙
米

丞
主
’
○
’
○
’
○
’
○
’
○
’
○
’
’
○
’
○
’
○
’
’
’
○
○
’
’
○
－
○
！
○
ｉ
○
’
○
’
○
’
○
’
○
’
○
’
○
’
○

疾
巳
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
戊
子
□
□
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

…
…
●
出
米
五
斗
予
疾
巳
室

入
米
三
石
●
出
米
一
石
予
疾
巳
室
丞
主
食
一
石
五
斗
二
瓢
出
半
斗
口
醤

丞
主
下
行
郷
食
米
三
升
疾
巳
食
一
石
一
斗
二
瓢
●
正
月
除
米
八
斗
一
願

十
一
凡
閉
子
丁
卯
戊
辰
己
巳
庚
午
土
悲
木
壬
叩
突
酉
甲
戊
乙
亥
丙
子
丁
孔
戊
寅
己
卯
庚
辰
辛
巳
壬
午
発
未
叩
巾
乙
酉
丙
成
丁
亥
戊
子
己
丑
庚
寅
辛
卯
壬
辰
発
巳
叩
‘
午
乙
未
丙
叩

１
○
’
○
’
○
’
○
’
○
’
○
’
○
’
○
’
○
’
○
’
○
’
○
’
○
１
１
１
’
’
○
１
１
’
’
○
’
○
’
○
’
○

…
…
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

．
…
。
．
○
○
○
○
○
○
○
○

…
…
口
食
一
石
口
斗
半

口
半
箆
□

疾
巳
食
一
口
五

垣
菖
垣
部
念
．
画
×
唾
．
、
×
。
．
《
セ
ン
チ

②
“
ｇ
如
念
．
印
×
騨
切
×
。
．
』
セ
ン
チ

（
日
）
１
２
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．
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